
議
案
第
三
十
四
号 

 
宇
部
市
営
住
宅
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

別
表
中
央
町
第
六
借
上
住
宅
の
項
及
び
常
盤
町
借
上
住
宅
の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
中
別
表
中
央
町
第
六
借
上
住
宅
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
、

同
表
常
盤
町
借
上
住
宅
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

中
央
町
第
六
借
上
住
宅
及
び
常
盤
町
借
上
住
宅
の
返
還
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で

あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

名
称 

位
置 

 
 

 
 

 
 

新
栄
住
宅 

宇
部
市
大
字
船
木
字
猿
喰
四
五
五

一
番
地 

中
央
町
第
六

借
上
住
宅 

宇
部
市
中
央
町
三
丁
目
一
三
番 

常
盤
町
借
上

住
宅 

宇
部
市
常
盤
町
二
丁
目
四
番 

 

名
称 

位
置 

 
 

 
 

 
 

新
栄
住
宅 

宇
部
市
大
字
船
木
字
猿
喰
四
五
五

一
番
地 

中
央
町
第
六

借
上
住
宅 

宇
部
市
中
央
町
三
丁
目
一
三
番 

常
盤
町
借
上

住
宅 

宇
部
市
常
盤
町
二
丁
目
四
番 
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宇部市借上型市営住宅一覧 

 
 

番号 名 称 戸 数 契約期間満了日 備   考 

1 中央町借上住宅 12 令和 2 年（2020 年） 3 月 31 日 中央ハイツ 

2 東本町借上住宅 30 令和 2 年（2020 年） 3 月 31 日 新天町センターハイツ 

3 新町借上住宅 11 令和 2 年（2020 年） 7 月 31 日 ミストラル２０００ 

4 相生町借上住宅 24 令和 3 年（2021 年）10 月 31 日 メゾン相生 

5 東本町第二借上住宅 20 令和 4 年（2022 年） 5 月 31 日 アビリティ東本町 

6 中央町第二借上住宅 6 令和 5 年（2023 年） 8 月 31 日 中原ビル 

7 東本町第三借上住宅 24 令和 5 年（2023 年） 9 月 30 日 レジデンス東本町 

8 中央町第三借上住宅 48 令和 6 年（2024 年） 4 月 30 日 アンビエンテ 

9 中央町第四借上住宅 6 令和 6 年（2024 年） 8 月 31 日 広島屋ビル 

10 中央町第五借上住宅 6 令和 7 年（2025 年） 1 月 4 日 さくらＢ．Ｄ 

11 中央町第六借上住宅 6 令和 7 年（2025 年） 5 月 31 日 カーサ合歓 

12 常盤町借上住宅 35 令和 7 年（2025 年） 6 月 30 日 Lesta クシベ 

計   228     

※      ・・・・・・ 返還完了したもの          ・・・・・・ 令和７年度に返還予定のもの 

   

市役所 １ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

資料１ 

宇部新川駅 

N 





議案第４３号 

 

恩田運動公園に係る指定管理者の指定の件 

 

下記のとおり恩田運動公園の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、市議会の議決を求め

る。 

  令和７年２月１９日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 施設の名称及び位置 
 

名         称  位         置  

恩田運動公園 宇部市恩田町四丁目 

２ 指定管理者の候補者 

宇部市スポーツ協会グループ  

代表者 宇部市恩田町四丁目１番４号  

公益財団法人宇部市スポーツ協会  

理事長  千  葉   泰  久  

大阪市中央区北浜四丁目１番２３号  

美津濃株式会社  

代表取締役社長  水  野  明  人  

３ 指定する期間 

  令和７年４月１日から令和２１年３月３１日まで 
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議
案
第
三
十
五
号 

 
宇
部
市
手
数
料
徴
収
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   

別
表
建
築
物
等
確
認
申
請
手
数
料
の
部
中 

「 

構
造
計
算
書
の
添

付
を
要
し
な
い
も

の 

床
面
積

の
合
計 

三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の 

六
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
五
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

構
造
計
算
書
の
添

付
を
要
す
る
も
の 

床
面
積

の
合
計 

三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の 

九
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

二
二
、
〇
〇
〇
円 
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二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
五
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
一
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の 

五
一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
二
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の 

七
三
、
〇
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
一
〇
、
〇

〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の 

一
九
四
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
五
〇
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の 

三
三
七
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

五
五
二
、
〇
〇
〇
円 

」 

を 「 

床
面
積
の
合
計 

三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
二
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

二
八
、
〇
〇
〇
円 
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二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
三
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
一
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の 

七
一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
二
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の 

一
二
一
、
〇
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
一
〇
、
〇

〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の 

二
五
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
五
〇
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も
の 

四
五
〇
、
〇
〇
〇
円 

五
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

六
一
〇
、
〇
〇
〇
円 

」 

に
改
め
、
同
部
建
築
基
準
法
第
八
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
建
築
設
備
に
関
す
る
確
認
の
申
請
又
は
同
法
第
八
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
一

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
る
計
画
に
対
す
る
審
査
の
項
中
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
建
築
基

準
法
第
八
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工

作
物
に
関
す
る
確
認
の
申
請
又
は
同
法
第
八
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
一
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
る
計
画
に
対
す
る
審
査
の
項
中
「
一
一
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
備
考

第
三
項
を
同
部
備
考
第
七
項
と
し
、
同
部
備
考
第
二
項
を
同
部
備
考
第
六
項
と
し
、
同
部
備
考
第

一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 
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２ 

一
戸
建
て
の
住
宅
の
建
築
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
七
年
法
律
第
五
三
号
）
第
一
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
建
築
行
為
（
以
下
こ

の
部
に
お
い
て
「
特
定
建
築
行
為
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五

号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
申
請
書
に
、
同
法
第
一
一
条
第
六
項

に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
添
付
が
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
次

に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
前
記
の
手
数
料
の

額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

一 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

二 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

 

 

３ 

共
同
住
宅
等
の
建
築
（
特
定
建
築
行
為
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

に
係
る
申
請
書
に
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
一
一
条

第
六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
添
付
が
な
い
場
合
の
手
数
料
の

額
は
、
次
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
戸
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
前
記

の
手
数
料
の
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

一 

四
戸
以
下
の
も
の 

三
四
、
〇
〇
〇
円 

二 

五
戸
以
上
一
五
戸
以
下
の
も
の 

七
五
、
〇
〇
〇
円 

三 

一
六
戸
以
上
四
五
戸
以
下
の
も
の 

九
四
、
〇
〇
〇
円 

四 

四
六
戸
以
上
の
も
の 

一
三
二
、
〇
〇
〇
円 

 

４ 

確
認
を
受
け
た
一
戸
建
て
の
住
宅
の
計
画
（
当
該
計
画
が
特
定
建
築
行
為
に
係
る
も
の
で

あ
る
場
合
は
、
建
築
物
の
備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
建

築
物
の
構
造
及
び
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
変
更
し
て
行
う
一
戸
建
て
の
住
宅
の
建

築
（
特
定
建
築
行
為
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る

申
請
書
に
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
一
一
条
第
六
項

に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
添
付
が
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
次

に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
前
記
の
手
数
料
の

額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

一 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

五
、
〇
〇
〇
円 

二 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

五
、
〇
〇
〇
円 

 

５ 

確
認
を
受
け
た
共
同
住
宅
等
の
計
画
（
当
該
計
画
が
特
定
建
築
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
は
、
建
築
物
の
備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
建
築
物

7
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の
構
造
及
び
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
変
更
し
て
行
う
共
同
住
宅
等
の
建
築
（
特
定

建
築
行
為
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
申
請
書
に
、

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
一
一
条
第
六
項
に
規
定
す

る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
添
付
が
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る

申
請
に
係
る
戸
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
前
記
の
手
数
料
の
額
に
加

算
し
た
額
と
す
る
。 

一 

四
戸
以
下
の
も
の 
一
七
、
〇
〇
〇
円 

二 

五
戸
以
上
一
五
戸
以
下
の
も
の 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

三 

一
六
戸
以
上
四
五
戸
以
下
の
も
の 

四
七
、
〇
〇
〇
円 

四 

四
六
戸
以
上
の
も
の 

六
六
、
〇
〇
〇
円 

別
表
建
築
物
等
完
了
検
査
申
請
手
数
料
の
部
建
築
基
準
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
一
八
条
第
一

七
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
（
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
特
定
工
程
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
定
工
程
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
完
了
検
査
の
項
中
「
第
一
八
条

第
一
七
項
」
を
「
第
一
八
条
第
二
一
項
」
に
、
「
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
」
に
、
「
一
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
二
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
三
、
〇

〇
〇
円
」
を
「
四
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
七
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
五
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
九
〇
、

〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
六
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
五
二
、
〇
〇

〇
円
」
を
「
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
建
築
基
準
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
一
八
条

第
一
七
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
（
特
定
工
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
完
了
検
査
の

項
中
「
第
一
八
条
第
一
七
項
」
を
「
第
一
八
条
第
二
一
項
」
に
、
「
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を

「
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
一
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
五
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
三
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
四
、
〇
〇

〇
円
」
に
、
「
七
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
九
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
一
八
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四

四
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
九
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
建
築
基
準
法
第
八
七
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
一
八
条
第
一
七
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
設
備
（
特

定
工
程
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
完
了
検
査
の
項
中
「
第
一
八
条
第
一
七
項
」
を
「
第

一
八
条
第
二
一
項
」
に
、
「
一
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
〇
〇

〇
円
」
を
「
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
建
築
基
準
法
第
八
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
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る
同
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
一
八
条
第
一
七
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
設
備
（
特
定
工
程
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
完
了
検
査
の
項
中
「
第
一
八
条
第
一
七
項
」
を
「
第
一
八
条
第
二
一

項
」
に
、
「
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一

三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
建
築
基
準
法
第
八
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
一
八
条
第
一
七
項
の
規
定
に
よ
る
工
作
物
に
関
す
る
完
了
検
査
の

項
中
「
第
一
八
条
第
一
七
項
」
を
「
第
一
八
条
第
二
一
項
」
に
、
「
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一

六
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
備
考
第
二
項
中
「
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
六
項
及
び
第

七
項
」
に
改
め
、
同
表
建
築
物
等
中
間
検
査
申
請
手
数
料
の
部
建
築
基
準
法
第
七
条
の
三
第
四
項

又
は
第
一
八
条
第
二
〇
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
に
関
す
る
中
間
検
査
の
項
中
「
第
一
八
条
第
二

〇
項
」
を
「
第
一
八
条
第
二
九
項
」
に
、
「
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
」
に
、
「
一
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一

七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
一
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
三
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
六

六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
三
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
七
〇
、
〇
〇

〇
円
」
に
、
「
二
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
八
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
六
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
五
八
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
建
築
基
準
法
第
八
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
七
条
の
三
第
四
項
又
は
第
一
八
条
第
二
〇
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
設
備
に
関
す
る
中
間
検
査

の
項
中
「
第
一
八
条
第
二
〇
項
」
を
「
第
一
八
条
第
二
九
項
」
に
、
「
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一

八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
建
築
基

準
法
第
八
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
三
第
四
項
又
は
第
一
八
条
第
二
〇
項

の
規
定
に
よ
る
工
作
物
に
関
す
る
中
間
検
査
の
項
中
「
第
一
八
条
第
二
〇
項
」
を
「
第
一
八
条
第

二
九
項
」
に
、
「
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
備
考
中
「
第
二

項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
、
同
表
建
築
物
等
仮
使
用
認
定
申
請
手
数

料
の
部
建
築
基
準
法
第
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
一
八
条
第
二
四
項
第

一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
、
建
築
設
備
又
は
工
作
物
の
仮
使
用
の
認
定
の
申

請
に
対
す
る
審
査
の
項
中
「
第
一
八
条
第
二
四
項
第
一
号
」
を
「
第
一
八
条
第
三
八
項
第
一
号
」

に
改
め
、
同
表
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
の
部
備
考
第
八
項
中
「
（
平
成
二

七
年
法
律
第
五
三
号
）
第
一
五
条
第
一
項
」
を
「
第
一
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
の
部
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関

す
る
法
律
第
一
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
関
す

る
申
請
又
は
同
法
第
一
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
る
計
画
に
対
す
る
審
査
の
項
中
「 

第
一
二
条
第
一
項
」
を
「
第
一
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
一
三
条
第
二
項
」
を
「
第
一
二
条
第
二

項
」
に
、 
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「 

非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工

場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以

外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法 

基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
を
除
く
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

一
七
三
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

二
三
四
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
、
〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
、
〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

四
六
九
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
五
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 

五
六
八
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
一
〇 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
二
五
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

七
六
三
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
五 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

八
七
〇
、
〇
〇
〇
円 

」 

を 「  
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非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工

場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以

外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法 

基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
を
除
く
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

一
七
三
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

二
三
四
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
、
〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
、
〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

四
六
九
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
五
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 

五
六
八
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
一
〇 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
二
五
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

七
六
三
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
五 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

八
七
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
戸
建
て
の
住
宅
（
建
築
物 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準

等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇 

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満 

の
も
の 

三
九
、
〇
〇
〇
円 

一
項
第
二
号
イ
⑴
及
び
同
号

ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
（
以
下 
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「
計
算
基
準
」
と
い
う
。
） 

に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に

限
る
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の 

四
三
、
〇
〇
〇
円 

一
戸
建
て
の
住
宅
（
建
築
物 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準

等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
項
第
二
号
イ
⑵
及
び
同
号

ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
又
は
誘

導
仕
様
基
準
（
以
下
「
仕
様 

基
準
等
」
と
い
う
。
）
に
よ 

る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る 

。
） 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の 

二
一
、
〇
〇
〇
円 

一
戸
建
て
の
住
宅
（
計
算
基 

準
と
仕
様
基
準
等
を
併
用
し

た
方
法
に
よ
る
判
定
に
係
る

も
の
に
限
る
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

二
九
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の 

三
二
、
〇
〇
〇
円 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築

物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算 

基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
に
限
る
。
） 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

戸
以
下
の
も
の 

一
二
八
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
五

戸
以
上
一
五
戸
以
下
の

も
の 

二
六
七
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
一

六
戸
以
上
四
五
戸
以
下

の
も
の 

三
六
〇
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

六
戸
以
上
の
も
の 

五
一
〇
、
〇
〇
〇
円 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築

物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様 

基
準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る

も
の
に
限
る
。
） 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四 

戸
以
下
の
も
の 

五
六
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
五

戸
以
上
一
五
戸
以
下
の

も
の 

一
一
二
、
〇
〇
〇
円 
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申
請
に
係
る
戸
数
が
一

六
戸
以
上
四
五
戸
以
下

の
も
の 

一
六
六
、
〇
〇
〇
円 

 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

六
戸
以
上
の
も
の 

二
四
一
、
〇
〇
〇
円 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築

物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算 

基
準
と
仕
様
基
準
等
を
併
用

し
た
方
法
に
よ
る
判
定
に
係

る
も
の
に
限
る
。
） 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

戸
以
下
の
も
の 

九
二
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
五

戸
以
上
一
五
戸
以
下
の

も
の 

一
八
九
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
一

六
戸
以
上
四
五
戸
以
下

の
も
の 

二
六
三
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

六
戸
以
上
の
も
の 

三
七
五
、
〇
〇
〇
円 

」 

に
改
め
、
同
部
備
考
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
に
つ
い
て
判
定
を
受
け
る
場
合
（
住
戸

ご
と
に
異
な
る
方
法
で
判
定
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
共
同
住

宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
の
判
定
の
方
法
及
び
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住
宅
等

又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基
準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
又
は
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
と
仕
様
基

準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
る
額
を
合
算
し
た
額

と
す
る
。 

４ 

複
合
建
築
物
に
つ
い
て
申
請
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
複
合
建
築
物
に
係
る
非

住
宅
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
、
非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部

分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
に
定
め
る
額
、
非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部

分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に

8
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係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
定
め
る
額
又
は
第
二
項
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
、
当
該
複
合

建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
の
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部

分
（
計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に

係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基
準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
共
同
住
宅

等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
と
仕
様
基
準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ

る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
る
額
又
は
第
三
項
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合

算
し
た
額
と
す
る
。 

別
表
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
変
更
適
合
性
判
定
手
数
料
の
部
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
一
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
変
更
適
合
性
判
定
に
関
す
る
申
請
又
は
同
法
第
一
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
る
計

画
の
変
更
に
対
す
る
審
査
の
項
中
「
第
一
二
条
第
二
項
」
を
「
第
一
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
一

三
条
第
三
項
」
を
「
第
一
二
条
第
三
項
」
に
、 

「 

非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工

場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以

外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法 

基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
を
除
く
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

八
七
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

一
一
七
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
、
〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

一
五
一
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

以
上
五
、
〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

二
三
五
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
五
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 

二
八
五
、
〇
〇
〇
円 
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床
面
積
の
合
計
が
一
〇 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
二
五
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

三
八
二
、
〇
〇
〇
円 

 

床
面
積
の
合
計
が
二
五 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

四
三
五
、
〇
〇
〇
円 

」 

を 「 

非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工

場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以

外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法 

基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
を
除
く
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

八
七
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

一
一
七
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
、
〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

一
五
一
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
、
〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

二
三
五
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
五
、 

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 

二
八
五
、
〇
〇
〇
円 
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床
面
積
の
合
計
が
一
〇 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
二
五
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

三
八
二
、
〇
〇
〇
円 

 

床
面
積
の
合
計
が
二
五 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

四
三
五
、
〇
〇
〇
円 

一
戸
建
て
の
住
宅
（
計
算
基 

準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
戸
建
て
の
住
宅
（
仕
様
基 

準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
に
限
る
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
戸
建
て
の
住
宅
（
計
算
基 

準
と
仕
様
基
準
等
を
併
用
し

た
方
法
に
よ
る
判
定
に
係
る

も
の
に
限
る
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇 

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上 

の
も
の 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築

物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算 

基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
に
限
る
。
） 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

戸
以
下
の
も
の 

六
四
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
五

戸
以
上
一
五
戸
以
下
の

も
の 

一
三
四
、
〇
〇
〇
円 

  
 

8
7



 

申
請
に
係
る
戸
数
が
一

六
戸
以
上
四
五
戸
以
下

の
も
の 

一
八
一
、
〇
〇
〇
円 

 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

六
戸
以
上
の
も
の 

二
五
六
、
〇
〇
〇
円 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築

物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様 

基
準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る

も
の
に
限
る
。
） 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

戸
以
下
の
も
の 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
五

戸
以
上
一
五
戸
以
下
の

も
の 

五
七
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
一

六
戸
以
上
四
五
戸
以
下

の
も
の 

八
四
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

六
戸
以
上
の
も
の 

一
二
二
、
〇
〇
〇
円 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築

物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算 

基
準
と
仕
様
基
準
等
を
併
用

し
た
方
法
に
よ
る
判
定
に
係

る
も
の
に
限
る
。
） 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

戸
以
下
の
も
の 
四
六
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
五

戸
以
上
一
五
戸
以
下
の

も
の 

九
五
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
一

六
戸
以
上
四
五
戸
以
下

の
も
の 

一
三
二
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

六
戸
以
上
の
も
の 

一
八
八
、
〇
〇
〇
円 

」 

に
改
め
、
同
部
備
考
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
に
つ
い
て
判
定
を
受
け
る
場
合
（
住
戸

ご
と
に
異
な
る
方
法
で
判
定
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
共
同
住

宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
の
判
定
の
方
法
及
び
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住
宅
等

又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基
準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
又
は
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
と
仕
様
基

8
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準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
る
額
を
合
算
し
た
額

と
す
る
。 

４ 
複
合
建
築
物
に
つ
い
て
申
請
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
複
合
建
築
物
に
係
る
非

住
宅
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
、
非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部

分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
に
定
め
る
額
、
非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部

分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
定
め
る
額
又
は
第
二
項
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
、
当
該
複
合

建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
の
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部

分
（
計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に

係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基
準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
共
同
住
宅

等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
と
仕
様
基
準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ

る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
る
額
又
は
第
三
項
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合

算
し
た
額
と
す
る
。 

別
表
軽
微
変
更
該
当
証
明
申
請
手
数
料
の
部
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
二
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号)

第
三
条
に
規
定
す
る
軽
微
変
更
に
該

当
す
る
証
明
申
請
に
対
す
る
審
査
の
項
中
「
（
平
成
二
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
第
三
条
」

を
「
第
五
条
」
に
、 

「 

非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工

場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以

外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法 

基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
を
除
く
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

八
七
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

一
一
七
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
、
〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

一
五
一
、
〇
〇
〇
円 
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床
面
積
の
合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

以
上
五
、
〇
〇
〇
平
方 

二
三
五
、
〇
〇
〇
円 

 

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

床
面
積
の
合
計
が
五
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 

二
八
五
、
〇
〇
〇
円 

 

床
面
積
の
合
計
が
一
〇 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
二
五
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

三
八
二
、
〇
〇
〇
円 

 

床
面
積
の
合
計
が
二
五 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

四
三
五
、
〇
〇
〇
円 

」 

を 「 

非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工

場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以

外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法 

基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も 

の
を
除
く
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

八
七
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
三
〇 

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上 

一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

一
一
七
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
、
〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

一
五
一
、
〇
〇
〇
円 
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床
面
積
の
合
計
が
二
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
、
〇
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

二
三
五
、
〇
〇
〇
円 

 

床
面
積
の
合
計
が
五
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
〇
、
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 

二
八
五
、
〇
〇
〇
円 

 

床
面
積
の
合
計
が
一
〇 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
二
五
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

三
八
二
、
〇
〇
〇
円 

 

床
面
積
の
合
計
が
二
五 

、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

四
三
五
、
〇
〇
〇
円 

一
戸
建
て
の
住
宅
（
計
算
基 

準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

一
戸
建
て
の
住
宅
（
仕
様
基 

準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
に
限
る
。
） 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇 

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

一
戸
建
て
の
住
宅
（
計
算
基 

準
と
仕
様
基
準
等
を
併
用
し

た
方
法
に
よ
る
判
定
に
係
る 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

一
五
、
〇
〇
〇
円 

も
の
に
限
る
。
） 
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」 

 

床
面
積
の
合
計
が
二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築

物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算 

基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
に
限
る
。
） 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

戸
以
下
の
も
の 

六
四
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
五

戸
以
上
一
五
戸
以
下
の

も
の 

一
三
四
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
一

六
戸
以
上
四
五
戸
以
下

の
も
の 

一
八
一
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

六
戸
以
上
の
も
の 

二
五
六
、
〇
〇
〇
円 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築

物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様 

基
準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る

も
の
に
限
る
。
） 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

戸
以
下
の
も
の 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
五

戸
以
上
一
五
戸
以
下
の

も
の 

五
七
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
一

六
戸
以
上
四
五
戸
以
下

の
も
の 

八
四
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

六
戸
以
上
の
も
の 

一
二
二
、
〇
〇
〇
円 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築

物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算 

基
準
と
仕
様
基
準
等
を
併
用

し
た
方
法
に
よ
る
判
定
に
係

る
も
の
に
限
る
。
） 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

戸
以
下
の
も
の 

四
六
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
五

戸
以
上
一
五
戸
以
下
の

も
の 

九
五
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
一

六
戸
以
上
四
五
戸
以
下

の
も
の 

一
三
二
、
〇
〇
〇
円 

申
請
に
係
る
戸
数
が
四

六
戸
以
上
の
も
の 

一
八
八
、
〇
〇
〇
円 
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に
改
め
、
同
部
備
考
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３ 
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
に
つ
い
て
判
定
を
受
け
る
場
合
（
住
戸

ご
と
に
異
な
る
方
法
で
判
定
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
共
同
住

宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
の
判
定
の
方
法
及
び
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住
宅
等

又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基
準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
又
は
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
と
仕
様
基

準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
る
額
を
合
算
し
た
額

と
す
る
。 

４ 

複
合
建
築
物
に
つ
い
て
申
請
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
複
合
建
築
物
に
係
る
非

住
宅
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
応
じ
、
非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部

分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
に
定
め
る
額
、
非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部

分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
定
め
る
額
又
は
第
二
項
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
、
当
該
複
合

建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
の
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部

分
（
計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に

係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基
準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
共
同
住
宅

等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
と
仕
様
基
準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ

る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
る
額
又
は
第
三
項
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合

算
し
た
額
と
す
る
。 

別
表
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
の
部
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
三
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
項
中
「
第
三
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
〇
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
部
備
考
第
三
項
中
「
第
三
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
〇
条
第
一
項
各
号
」

に
、
「
第
三
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
部
備
考
第
十
二
項
中
「
第
三

五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
〇
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
の
部
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
三

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
の
項
中
「
第
三
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
部
備
考
第
十

三
項
中
「
第
三
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
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〇
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料
の
部
を

削
り
、
同
表
優
良
宅
地
造
成
認
定
申
請
手
数
料
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

宅
地
造
成

等
工
事
許

可
中
間
検

査
申
請
手 

数
料 

宅
地
造
成
及
び
特

定
盛
土
等
規
制
法

（
昭
和
三
六
年
法

律
第
一
九
一
号
） 

第
一
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同

法
第
一
二
条
第
一

項
の
許
可
を
受
け

た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
工
事
又
は
同

法
第
三
四
条
第
二 

項
の
規
定
に
よ
り

同
法
第
三
〇
条
第

一
項
の
許
可
を
受

け
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
工
事
に
係

る
中
間
検
査 

中
間
検
査

を
行
う
部

分
の
盛
土

又
は
切
土 

を
す
る
土

地
の
面
積 

一
〇
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の

も
の 

五
、
二
〇
〇
円 

一
枚

を
も

つ
て

一
件 

と
す

る
。 

一
〇
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え

二
〇
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の

も
の 

八
、
四
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え

四
〇
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の

も
の 

一
二
、
〇
〇
〇
円 

四
〇
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え

七
〇
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の 

も
の 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

七
〇
、
〇
〇

〇
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え

一
〇
〇
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下 

二
九
、
〇
〇
〇
円 
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の
も
の 

 
 

 

 
 

一
〇
〇
、
〇

〇
〇
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

｢

説
明｣

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及
び
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
手

数
料
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

の
一
部
改
正
に
伴
う
宅
地
造
成
等
工
事
の
中
間
検
査
に
係
る
手
数
料
の
新
設
、
そ
の
他
所
要
の
整

備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

手
数
料

の
種
類 

区
分 

手
数
料
の
額
（
一
件
に
つ
き 

） 

件
数

の
区

分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
築
物

等
確
認

申
請
手

数
料 

建
築
基

準
法
（ 

昭
和
二

五
年
法

律
第
二

〇
一
号 

）
第
六

条
第
一

項
（
同

法
第
八

七
条
第

一
項
に

お
い
て

準
用
す

る
場
合

を
含
む 

。
）
の

規
定
に

よ
る
建

築
物
に

関
す
る

確
認
の

申
請
又

は
同
法

第
一
八

条
第
二

項
（
同

法
第
八

七
条
第

一
項
に

お
い
て

準
用
す 

る
場
合

を
含
む 

。
）
の

規
定
に

よ
り
通 

知
さ
れ 

構
造

計
算

書
の

添
付

を
要

し
な

い
も

の 

床面積の合計 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

六
、
〇
〇
〇

円 
一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
二
、
〇
〇

〇
円 

一
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル 

以
下
の

も
の 

二
〇
、
〇
〇

〇
円 

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

二
八
、
〇
〇

〇
円 

 

構
造

計
算

書
の

添
付

を
要 

床面積の合 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

九
、
〇
〇
〇

円 

 

す
る 

計  
 

手
数
料

の
種
類 

区
分 

手
数
料
の
額
（
一
件
に
つ
き 

） 

件
数

の
区

分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
築
物

等
確
認

申
請
手

数
料 

建
築
基

準
法
（

昭
和
二

五
年
法

律
第
二

〇
一
号

）
第
六

条
第
一

項
（
同

法
第
八

七
条
第

一
項
に

お
い
て

準
用
す

る
場
合

を
含
む

。
）
の

規
定
に

よ
る
建

築
物
に

関
す
る

確
認
の

申
請
又

は
同
法

第
一
八

条
第
二

項
（
同

法
第
八

七
条
第

一
項
に

お
い
て

準
用
す

る
場
合

を
含
む

。
）
の

規
定
に

よ
り
通

知
さ
れ

床
面
積

の
合
計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
〇
、
〇
〇

〇
円 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
七
、
〇
〇

〇
円 

一
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

二
八
、
〇
〇

〇
円 

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

三
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

三
五
、
〇
〇

〇
円 

 
 

三
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

一
、
〇 

七
一
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

〇
〇
平 
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る
計
画

に
対
す

る
審
査 

も
の  

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一 

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以 

下
の
も

の 

一
四
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 
 

一
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

二
二
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 
 

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

三
四
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 
 

五
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

五
一
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 
 

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
二 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
下

の
も
の 

七
三
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 
 

  
 

 

る
計
画

に
対
す

る
審
査

                        

 

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

 

 

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を 

一
二
一
、
〇

〇
〇
円 

超
え
二 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
下

の
も
の 

二
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一

〇
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

二
五
〇
、
〇

〇
〇
円 

一
〇
、

〇
〇
〇 

四
五
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

 

 
 

 

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

る
も
の 

六
一
〇
、
〇

〇
〇
円 

 

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
下

の
も
の  
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二
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一

〇
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 
一
九
四
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 
 

一
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

三
三
七
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 
 

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

る
も
の 

五
五
二
、
〇

〇
〇
円 

 

建
築
基

準
法
第

八
七
条

の
四
に

お
い
て

準
用
す

る
同
法

第
六
条

第
一
項

の
規
定

に
よ
る 

建
築
設

備
（
小

荷
物
専

用
昇
降

機
を
除

く
。
） 

一
二
、
〇
〇
〇
円

（

確

認

を

受

け

た

建
築
設
備
（
小
荷
物

専

用

昇

降

機

を

除

く
。
）
の
計
画
を
変

更

し

て

建

築

設

備

（

小

荷

物

専

用

昇

降
機
を
除
く
。
）
を

設

置

す

る

場

合

に

あ
つ
て
は
、
七
、
〇

〇
〇
円
） 

 

建
築
設

備
に
関

す
る
確

認
の
申

請
又
は

同
法
第

八
七
条

の
四
に

お
い
て 

小
荷
物

専
用
昇

降
機 

六
、
〇
〇
〇
円

（

確

認

を

受

け

た

小

荷

物

専

用

昇

降

機

の

計

画

を

変

更

し

て

小

荷

物

専

用

昇

降

機

を

設

置

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は
、
四
、
〇
〇
〇
円
）

 

準
用
す  

 
 

 

二
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一

〇
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

二
五
〇
、
〇

〇
〇
円 

 

 
 

 

一
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

四
五
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

る
も
の 

六
一
〇
、
〇

〇
〇
円 

 

建
築
基

準
法
第

八
七
条

の
四
に

お
い
て

準
用
す

る
同
法

第
六
条

第
一
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
設

備
（
小

荷
物
専

用
昇
降

機
を
除

く
。
） 

一
四
、
〇
〇
〇
円

（

確

認

を

受

け

た

建
築
設
備
（
小
荷
物

専

用

昇

降

機

を

除

く
。
）
の
計
画
を
変

更

し

て

建

築

設

備

（

小

荷

物

専

用

昇

降
機
を
除
く
。
）
を

設

置

す

る

場

合

に

あ
つ
て
は
、
八
、
〇

〇
〇
円
） 

 

建
築
設

備
に
関

す
る
確

認
の
申

請
又
は

同
法
第

八
七
条

の
四
に

お
い
て

小
荷
物

専
用
昇

降
機 

七
、
〇
〇
〇
円

（

確

認

を

受

け

た

小

荷

物

専

用

昇

降

機

の

計

画

を

変

更

し

て

小

荷

物

専

用

昇

降

機

を

設

置

す

る

場

合

に

あ

つ

て

は
、
五
、
〇
〇
〇
円
）  

 

準
用
す 
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る
同
法

第
一
八

条
第
二

項
の
規

定
に
よ

り
通
知

さ
れ
る

計
画
に

対
す
る

審
査 

 
 

 

建
築
基

準
法
第

八
八
条

第
一
項

及
び
第

二
項
に

お
い
て

準
用
す

る
同
法

第
六
条

第
一
項

の
規
定

に
よ
る

工
作
物

に
関
す

る
確
認

の
申
請

又
は
同

法
第
八

八
条
第

一
項
及

び
第
二

項
に
お

い
て
準

用
す
る

同
法
第

一
八
条

第
二
項

の
規
定

に
よ
り

通
知
さ

れ
る
計

画
に
対

す
る
審

査 

一
一
、
〇
〇
〇
円

（
確
認
を
受
け
た
工
作
物
の

計
画
を
変
更
し
て
工
作
物
を

築
造
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は 

、
六
、
〇
〇
〇
円
） 

 

備
考 

１ 
 

 
 

 
 

 
 

 

る
同
法

第
一
八

条
第
二

項
の
規

定
に
よ

り
通
知

さ
れ
る

計
画
に

対
す
る

審
査 

 
 

 

 

建
築
基

準
法
第

八
八
条

第
一
項

及
び
第

二
項
に

お
い
て

準
用
す

る
同
法

第
六
条

第
一
項

の
規
定

に
よ
る

工
作
物

に
関
す

る
確
認

の
申
請

又
は
同

法
第
八

八
条
第

一
項
及

び
第
二

項
に
お

い
て
準

用
す
る

同
法
第

一
八
条

第
二
項

の
規
定

に
よ
り

通
知
さ

れ
る
計

画
に
対

す
る
審

査 

一
二
、
〇
〇
〇
円

（
確
認
を
受
け
た
工
作
物
の

計
画
を
変
更
し
て
工
作
物
を

築
造
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は 

、
七
、
〇
〇
〇
円
） 

 

 

備
考 

１ 
 

 

２ 

一
戸
建
て
の
住
宅
の
建
築
（
建
築
物 

 

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に 
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関
す
る
法
律
（
平
成
二
七
年
法
律
第
五 

三
号
）
第
一
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る 

特
定
建
築
行
為
（
以
下
こ
の
部
に
お
い 

て
「
特
定
建
築
行
為
」
と
い
う
。
）
に 

限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
建
築
物
の
エ
ネ 

ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る 

法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
八
年
国
土
交 

通
省
令
第
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一 

号
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
申
請
書
に 

、
同
法
第
一
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る 

適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
添 

付
が
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
次 

に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計
の
区
分
に
応 

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
前
記 

の
手
数
料
の
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る 

。 一 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

二 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の 

一
一
、
〇
〇
〇
円 

３ 

共
同
住
宅
等
の
建
築
（
特
定
建
築
行

為
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第

一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
申
請
書

に
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
一
一
条
第

六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又

は
そ
の
写
し
の
添
付
が
な
い
場
合
の
手

数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
申
請
に
係

る
戸
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
額
を
前
記
の
手
数
料
の
額
に

加
算
し
た
額
と
す
る
。 

一 

四
戸
以
下
の
も
の 

三
四
、
〇
〇

〇
円 

二 

五
戸
以
上
一
五
戸
以
下
の
も
の 

七
五
、
〇
〇
〇
円 

三 

一
六
戸
以
上
四
五
戸
以
下
の
も
の 

ｄ
九
四
、
〇
〇
〇
円 

四 

四
六
戸
以
上
の
も
の 

一
三
二
、

〇
〇
〇
円 

４ 

確
認
を
受
け
た
一
戸
建
て
の
住
宅
の

計
画
（
当
該
計
画
が
特
定
建
築
行
為
に

係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
建
築
物
の

備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

確
保
の
た
め
に
必
要
な
建
築
物
の
構
造

及
び
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を

変
更
し
て
行
う
一
戸
建
て
の
住
宅
の
建

築
（
特
定
建
築
行
為
で
あ
る
も
の
に
限 

1
0
0



 

          

 

 
 

 
 

                            

                          

２ ３ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

る
。
）
で
あ
つ
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に

該
当
す
る
も
の
に
係
る
申
請
書
に
、
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

等
に
関
す
る
法
律
第
一
一
条
第
六
項
に

規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の

写
し
の
添
付
が
な
い
場
合
の
手
数
料
の

額
は
、
次
に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額
を
前
記
の
手
数
料
の
額
に
加
算
し
た

額
と
す
る
。 

一 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 

五
、
〇
〇
〇
円 

二 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も 

の 

五
、
〇
〇
〇
円 

５ 

確
認
を
受
け
た
共
同
住
宅
等
の
計
画

（
当
該
計
画
が
特
定
建
築
行
為
に
係
る

も
の
で
あ
る
場
合
は
、
建
築
物
の
備
え

る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保

の
た
め
に
必
要
な
建
築
物
の
構
造
及
び

設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
変
更

し
て
行
う
共
同
住
宅
等
の
建
築
（
特
定

建
築
行
為
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で

あ
つ
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る

も
の
に
係
る
申
請
書
に
、
建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
一
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る

適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
添

付
が
な
い
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
次

に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
戸
数
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
前

記
の
手
数
料
の
額
に
加
算
し
た
額
と
す

る
。 

一 

四
戸
以
下
の
も
の 

一
七
、
〇
〇

〇
円 

 

二 

五
戸
以
上
一
五
戸
以
下
の
も
の
三 

 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

三 

一
六
戸
以
上
四
五
戸
以
下
の
も
の

四
四
七
、
〇
〇
〇
円 

四 

四
六
戸
以
上
の
も
の 

六
六
、
〇

〇
〇
円 

 

６ 

 

７ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
1



 

建
築
物

等
完
了

検
査
申

請
手
数

料 

建
築
基

準
法
第

七
条
第

一
項
又

は
第
一

八
条
第

一
七
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
物

（
同
法

第
七
条

の
三
第

一
項
の

特
定
工

程
（
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「 

特
定
工

程
」
と

い
う
。 

）
に
係 

床
面
積

の
合
計 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
一
、
〇
〇

〇
円 

一
検

査
を

も
つ

て
一

件
と

す
る

。 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
五
、
〇
〇

〇
円 

一
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

二
二
、
〇
〇

〇
円 

 

る
も
の

を
除
く 

。
）
に

関
す
る

完
了
検

査 

 

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

三
三
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

五
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

五
四
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
二 

、
〇
〇

〇
平
方 

七
四
、
〇
〇

〇
円 

建
築
物

等
完
了

検
査
申

請
手
数

料 

建
築
基

準
法
第

七
条
第

一
項
又

は
第
一

八
条
第

二
一
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
物

（
同
法

第
七
条

の
三
第

一
項
の

特
定
工

程
（
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

特
定
工

程
」
と

い
う
。

）
に
係

る
も
の

を
除
く

。
）
に

関
す
る

完
了
検

査 

床
面
積

の
合
計 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
八
、
〇
〇

〇
円 

一
検

査
を

も
つ

て
一

件
と

す
る 

。 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

二
六
、
〇
〇

〇
円 

一
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

二
〇
〇

平
方
メ 

四
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
 

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

 
 

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

三
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

四
一
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

三
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

五
五
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

一
、
〇

〇
〇
平 

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
二 

、
〇
〇

〇
平
方 

七
九
、
〇
〇

〇
円 

1
0
2



 

 
 

 

メ
ー
ト

ル
以
下

の
も
の  

 
 

 

二
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一

〇
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
五
五
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

一
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

二
六
五
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

る
も
の 

四
五
二
、
〇

〇
〇
円 

 

建
築
基

準
法
第

七
条
第

一
項
又

は
第
一 

床
面
積

の
合
計 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
一
、
〇
〇

〇
円 

 

八
条
第

一
七
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
物  

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一 

〇
〇
平 

一
五
、
〇
〇

〇
円 

 

（
特
定  

方
メ
ー 

 

工
程
に

係
る
も

の
に
限  

ト
ル
以

下
の
も

の 

 

る
。
）

に
関
す

る
完
了

検
査 

 

一
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え 

二
一
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

メ
ー
ト

ル
以
下

の
も
の  

 
 

 

二
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一

〇
、
〇 

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
九
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

 

一
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

三
三
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

る
も
の 

六
〇
〇
、
〇

〇
〇
円 

 

建
築
基

準
法
第

七
条
第

一
項
又

は
第
一

床
面
積

の
合
計 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
七
、
〇
〇

〇
円 

 

八
条
第

二
一
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
物

（
特
定  

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一 

〇
〇
平

方
メ
ー 

二
四
、
〇
〇

〇
円 

 

工
程
に

係
る
も

の
に
限 

ト
ル
以

下
の
も

の 

 

る
。
）

に
関
す

る
完
了

検
査 

 

一
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え 

三
七
、
〇
〇

〇
円 

1
0
3



 

 
 

 

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

 

 
 

 

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

三
二
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

五
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

五
一
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
二 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
下

の
も
の 

七
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

二
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一

〇
、
〇

〇
〇
平 

一
四
九
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

方
メ
ー 

 
 

 

ト
ル
以

下
の
も

の 

 
 

 

一
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル 

二
五
八
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

 

 
 

 

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

三
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

三
八
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

三
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

五
四
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 
一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
二 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
下

の
も
の 

七
七
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

二
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一

〇
、
〇

〇
〇
平 

一
八
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

方
メ
ー 

 
 

 

ト
ル
以

下
の
も

の 

 
 

 

一
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル 

三
二
〇
、
〇

〇
〇
円 

1
0
4



 

 
 

 

を
超
え

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

 

 
 

 
五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

る
も
の 

四
四
七
、
〇

〇
〇
円 

 

建
築
基

準
法
第

八
七
条

の
四
に

お
い
て

準
用
す

る
同
法

第
七
条

第
一
項

又
は
第

一
八
条

第
一
七 

項
の
規

定
に
よ

る
建
築

設
備
（ 

特
定
工

程
に
係

る
も
の

を
除
く 

。
）
に

関
す
る

完
了
検

査 

建
築
設

備
（
小

荷
物
専

用
昇
降

機
を
除

く
。
） 

一
八
、
〇
〇
〇
円

 

小
荷
物

専
用
昇

降
機 

一
一
、
〇
〇
〇
円

  

建
築
基

準
法
第

八
七
条

の
四
に 

建
築
設

備
（
小

荷
物
専

用
昇
降 

一
七
、
〇
〇
〇
円

 

お
い
て 

機
を
除 

 

準
用
す 

く
。
） 

 

る
同
法

第
七
条

第
一
項

又
は
第

一
八
条

第
一
七 

小
荷
物

専
用
昇

降
機 

一
一
、
〇
〇
〇
円

 

 
 

 

を
超
え

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

 

 
 

 

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

る
も
の 

五
九
〇
、
〇

〇
〇
円 

 

建
築
基

準
法
第

八
七
条

の
四
に

お
い
て

準
用
す

る
同
法

第
七
条

第
一
項

又
は
第

一
八
条

第
二
一

項
の
規

定
に
よ

る
建
築

設
備
（

特
定
工

程
に
係

る
も
の

を
除
く

。
）
に

関
す
る

完
了
検

査 

建
築
設

備
（
小

荷
物
専

用
昇
降

機
を
除

く
。
） 

二
二
、
〇
〇
〇
円

 

小
荷
物

専
用
昇

降
機 

一
四
、
〇
〇
〇
円

  

建
築
基

準
法
第

八
七
条

の
四
に

建
築
設

備
（
小

荷
物
専

用
昇
降 

二
一
、
〇
〇
〇
円

 

お
い
て
機
を
除 

 

準
用
す
く
。
） 

 

る
同
法

第
七
条

第
一
項

又
は
第

一
八
条

第
二
一

小
荷
物

専
用
昇

降
機 

一
三
、
〇
〇
〇
円

1
0
5



 

 

項
の
規

定
に
よ

る
建
築

設
備
（ 

特
定
工

程
に
係

る
も
の

に
限
る 

。
）
に

関
す
る

完
了
検

査 

 

建
築
基

準
法
第

八
八
条

第
一
項

及
び
第

二
項
に

お
い
て

準
用
す

る
同
法

第
七
条

第
一
項

又
は
第

一
八
条

第
一
七

項
の
規

定
に
よ

る
工
作

物
に
関

す
る
完

了
検
査 

一
三
、
〇
〇
〇
円

 

備
考 

２ 

建
築
物
等
確
認
申
請
手
数
料
の
項
備

考
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
こ

の
項
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

建
築
物

等
中
間

検
査
申

請
手
数

料 

建
築
基

準
法
第

七
条
の

三
第
四

項
又
は 

中
間
検

査
を
行

う
部
分

の
床
面

積
の
合 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
一
、
〇
〇

〇
円 

一
検

査
を

も
つ

て
一

件
と

 

第
一
八

条
第
二 

計 

三
〇
平

方
メ
ー 

一
四
、
〇
〇

〇
円 

す
る

。 

 

〇
項
の  

ト
ル
を 

 

 

規
定
に

よ
る
建

築
物
に

関
す
る

中
間
検  

超
え
一

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も 

 

 

項
の
規

定
に
よ

る
建
築

設
備
（

特
定
工

程
に
係

る
も
の

に
限
る

。
）
に

関
す
る

完
了
検

査 

 

建
築
基

準
法
第

八
八
条

第
一
項

及
び
第

二
項
に

お
い
て

準
用
す

る
同
法

第
七
条

第
一
項

又
は
第

一
八
条

第
二
一

項
の
規

定
に
よ

る
工
作

物
に
関

す
る
完

了
検
査

一
六
、
〇
〇
〇
円

  

備
考 

２ 

建
築
物
等
確
認
申
請
手
数
料
の
項
備

考
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
こ

の
項
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

建
築
物

等
中
間

検
査
申

請
手
数

料 

建
築
基

準
法
第

七
条
の

三
第
四

項
又
は

中
間
検

査
を
行

う
部
分

の
床
面

積
の
合 

三
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

一
三
、
〇
〇

〇
円 

一
検

査
を

も
つ

て
一

件
と 

 

第
一
八

条
第
二

計 

三
〇
平

方
メ
ー 

一
七
、
〇
〇

〇
円 

す
る 

。 

 

九
項
の 

ト
ル
を 

 

 

規
定
に

よ
る
建

築
物
に

関
す
る

中
間
検  

超
え
一

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も 

 

1
0
6



 

 

査 
 

の 
 

 
 

 

一
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

二
一
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

三
一
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

五
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 

四
九
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
二 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
下

の
も
の 

六
六
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

二
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を 

一
三
四
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

超
え
一 

 
 

 

〇
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も 

 

査 
 

の 
 

 
 

 

一
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

二
四
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

二
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

三
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

三
二
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

三
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の 
五
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
二 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
下

の
も
の 

六
八
、
〇
〇

〇
円 

 
 

 

二
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え
一 

一
七
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

〇
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も 

1
0
7



 

 
 

 

の 
 

 
 

 

一
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

二
三
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

る
も
の 

三
九
六
、
〇

〇
〇
円 

 

建
築
基

準
法
第

八
七
条

の
四
に

お
い
て

準
用
す

る
同
法

第
七
条

の
三
第

四
項
又

は
第
一

八
条
第

二
〇
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
設

備
に
関

す
る
中

間
検
査 

建
築
設
備
（
小

荷
物
専
用
昇
降

機
を
除
く
。
） 

一
七
、
〇
〇

〇
円 

 

小
荷
物
専
用
昇

降
機 

一
一
、
〇
〇

〇
円 

 

建
築
基

準
法
第

八
八
条

第
一
項

に
お
い

て
準
用 

一
三
、
〇
〇
〇
円

 

す
る
同 

 

法
第
七

条
の
三

第
四
項

又
は
第

一
八
条 

 
 

 

の 
 

 
 

 

一
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

二
八
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

五
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

る
も
の 

五
八
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
建
築
基

準
法
第

八
七
条

の
四
に

お
い
て

準
用
す

る
同
法

第
七
条

の
三
第

四
項
又

は
第
一

八
条
第

二
九
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
設

備
に
関

す
る
中

間
検
査

建
築
設
備
（
小

荷
物
専
用
昇
降

機
を
除
く
。
） 

一
八
、
〇
〇

〇
円 

 
小
荷
物
専
用
昇

降
機 

一
二
、
〇
〇

〇
円 

 

建
築
基

準
法
第

八
八
条

第
一
項

に
お
い

て
準
用

一
四
、
〇
〇
〇
円

 

す
る
同

 

法
第
七

条
の
三

第
四
項

又
は
第

一
八
条

1
0
8



 

 

第
二
〇

項
の
規

定
に
よ

る
工
作

物
に
関

す
る
中

間
検
査 

 
 

 

備
考 建

築
物
等
確
認
申
請
手
数
料
の
項
備
考

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
項

の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

建
築
物

等
仮
使

用
認
定

申
請
手

数
料 

建
築
基

準
法
第

七
条
の

六
第
一

項
第
一

号
若
し

く
は
第

二
号
又

は
第
一

八
条
第

二
四
項

第
一
号

若
し
く

は
第
二

号
の
規

定
に
よ

る
建
築

物
、
建

築
設
備

又
は
工

作
物
の

仮
使
用

の
認
定

の
申
請

に
対
す

る
審
査 

一
二
〇
、
〇
〇
〇
円

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。

 
 

 
  

 
 

 

低
炭
素

建
築
物 

新
築
等

計
画
認 

定
申
請

手
数
料  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考 

８ 

非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工
場
等
の

用
に
供
す
る
部
分
に
係
る
申
請
書
に
、

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向 

 

第
二
九

項
の
規

定
に
よ

る
工
作

物
に
関

す
る
中

間
検
査

 
 

 

備
考 建

築
物
等
確
認
申
請
手
数
料
の
項
備
考

第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
こ
の
項

の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

建
築
物

等
仮
使

用
認
定

申
請
手

数
料 

建
築
基

準
法
第

七
条
の

六
第
一

項
第
一

号
若
し

く
は
第

二
号
又

は
第
一

八
条
第

三
八
項

第
一
号

若
し
く

は
第
二

号
の
規

定
に
よ

る
建
築

物
、
建

築
設
備

又
は
工

作
物
の

仮
使
用

の
認
定

の
申
請

に
対
す

る
審
査

一
二
〇
、
〇
〇
〇
円

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 

 
 

 
  

 
 

 

低
炭
素

建
築
物 

新
築
等

計
画
認 

定
申
請

手
数
料  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考 

８ 

非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工
場
等
の

用
に
供
す
る
部
分
に
係
る
申
請
書
に
、

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向 

1
0
9



 

 

上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
七
年
法

律
第
五
三
号
）
第
一
五
条
第
一
項
の
登

録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定

機
関
（
以
下
「
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
判
定
機
関
」
と
い
う
。
）

が
作
成
し
た
適
合
証
の
添
付
が
あ
る
場

合
の
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
床

面
積
の
合
計
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額
を
前
記
の
手
数
料
の

額
か
ら
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
  

 

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

適
合
性

判
定
手

数
料 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
等
に

関
す
る 

法
律
第

一
二
条

第
一
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

適
合
性

判
定
に

関
す
る

申
請
又

は
同
法

第
一
三

条
第
二

項
の
規

定
に
よ

り
通
知

さ
れ
る

計
画
に

対
す
る

審
査 

 
 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 

 
 

 
 

非
住
宅

建
築
物

等
の
う

ち
工
場

等
の
用 

に
供
す

る
部
分

以
外
の

部
分
（ 

モ
デ
ル

建
物
法

基
準
に

よ
る
判 

定
に
係

る
も
の

を
除
く 

。
） 

   

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
等
に
関
す
る
法
律
第
一
四
条
第
一
項

律
第
五
三
号
）
第
一
四
条
第
一
項
の
登

録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定

機
関
（
以
下
「
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
判
定
機
関
」
と
い
う
。
）

が
作
成
し
た
適
合
証
の
添
付
が
あ
る
場

合
の
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
床

面
積
の
合
計
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額
を
前
記
の
手
数
料
の

額
か
ら
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
  

 

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

適
合
性

判
定
手

数
料 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
等
に

関
す
る

法
律
第

一
一
条

第
一
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

適
合
性

判
定
に

関
す
る  

 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 

  
 

非
住
宅

建
築
物

等
の
う

ち
工
場

等
の
用 

に
供
す

る
部
分

以
外
の

部
分
（ 

モ
デ
ル

建
物
法

基
準
に

よ
る
判 

定
に
係

る
も
の

を
除
く 

。
） 

   

 

 

申
請
又

は
同
法

第
一
二

条
第
二

項
の
規

定
に
よ

り
通
知

一
戸
建

て
の
住

宅
（
建

築
物
エ

ネ
ル
ギ

ー
消
費

性
能
基 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

三
九
、
〇
〇

〇
円 

 

 

さ
れ
る

計
画
に

対
す
る

審
査 

準
等
を

定
め
る

省
令
第

一
条
第

一
項
第

二
号
イ

⑴
及
び

同
号
ロ

⑴
に
定

め
る
基

準
（
以 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

四
三
、
〇
〇

〇
円 

 

1
1
0



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

下
「
計

算
基
準 

」
と
い

う
。
）

に
よ
る

判
定
に

係
る
も

の
に
限

る
。
）  

 

 

 
 

一
戸
建

て
の
住

宅
（
建

築
物
エ

ネ
ル
ギ

ー
消
費

性
能
基 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

二
〇
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

準
等
を

定
め
る

省
令
第

一
条
第

一
項
第

二
号
イ

⑵
及
び

同
号
ロ

⑵
に
定

め
る
基

準
又
は

誘
導
仕

様
基
準

（
以
下

「
仕
様

基
準
等 

」
と
い

う
。
）

に
よ
る

判
定
に

係
る
も

の
に
限

る
。
） 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

二
一
、
〇
〇

〇
円 

 
 

一
戸
建

て
の
住

宅
（
計

算
基
準

と
仕
様

基
準
等

を
併
用 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

二
九
、
〇
〇

〇
円 

 
 

し
た
方

法
に
よ

る
判
定  

 

1
1
1



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
係
る

も
の
に

限
る
。 

） 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

三
二
、
〇
〇

〇
円 

 
 

共
同
住

宅
等
又

は
複
合

建
築
物

に
係
る 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

一
二
八
、
〇

〇
〇
円 

 
 

住
宅
部

分
（
計

算
基
準

に
よ
る

判
定
に

係
る
も

の
に
限 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五

戸
以
上

一
五
戸

以
下
の

も
の 

二
六
七
、
〇

〇
〇
円 

 
 

る
。
） 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五

戸
以
下

の
も
の 

三
六
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以

上
の
も

の 

五
一
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

共
同
住

宅
等
又

は
複
合

建
築
物

に
係
る 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

五
六
、
〇
〇

〇
円 

 
 

住
宅
部

分
（
仕

様
基
準

等
に
よ

る
判
定

に
係
る

も
の
に 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五

戸
以
上

一
五
戸

以
下
の

も
の 

一
一
二
、
〇

〇
〇
円 

 
 

限
る
。 

） 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五 

一
六
六
、
〇

〇
〇
円 

1
1
2



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考 

２ 
 

              

 
 

 

戸
以
下

の
も
の  

 
 

 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以

上
の
も

の 

二
四
一
、
〇

〇
〇
円 

 
 

共
同
住

宅
等
又

は
複
合

建
築
物

に
係
る 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

九
二
、
〇
〇

〇
円 

 
 

住
宅
部

分
（
計

算
基
準

と
仕
様

基
準
等

を
併
用

し
た
方 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五

戸
以
上

一
五
戸

以
下
の

も
の 

一
八
九
、
〇

〇
〇
円 

 
 

法
に
よ

る
判
定

に
係
る

も
の
に

限
る
。 

） 
申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五

戸
以
下

の
も
の 

二
六
三
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以

上
の
も

の 

三
七
五
、
〇

〇
〇
円 

 

備
考 

２ ３ 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係

る
住
宅
部
分
に
つ
い
て
判
定
を
受
け
る

場
合
（
住
戸
ご
と
に
異
な
る
方
法
で
判

定
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）
の
手
数

料
の
額
は
、
当
該
共
同
住
宅
等
又
は
複

合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
の
判
定
の

方
法
及
び
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住
宅
等

又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（ 

計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建

築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基
準
等

に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

又
は
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に

係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
と
仕
様
基 

1
1
3



 

 
 

 
                             

 
 

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

変
更
適

合
性
判

定
手
数

料 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
等
に

関
す
る

法
律
第

一
二
条

第
二
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消  

 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。

 
 

 
 

非
住
宅

建
築
物

等
の
う

ち
工
場

等
の
用

に
供
す

る
部
分

以
外
の

部
分
（ 

モ
デ
ル

建
物
法

基
準
に

よ
る
判    

 

準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ
る
判
定
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
る
額
を

合
算
し
た
額
と
す
る
。 

４ 

複
合
建
築
物
に
つ
い
て
申
請
す
る
場

合
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
複
合
建
築

物
に
係
る
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
の
合

計
に
応
じ
、
非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち

工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
（
モ
デ
ル

建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分

（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
定
め
る
額
、

非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工
場
等
の
用

に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
（
モ
デ
ル

建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分

以
外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に

よ
る
判
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

定
め
る
額
又
は
第
二
項
の
例
に
よ
り
算

定
し
た
額
と
、
当
該
複
合
建
築
物
に
係

る
住
宅
部
分
の
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住

宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部

分
（
計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
、
共
同
住
宅
等
又
は
複

合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基

準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る 

。
）
若
し
く
は
共
同
住
宅
等
又
は
複
合

建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準

と
仕
様
基
準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ

る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定

め
る
額
又
は
第
三
項
の
例
に
よ
り
算
定

し
た
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。 

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

変
更
適

合
性
判

定
手
数

料 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
等
に

関
す
る

法
律
第

一
一
条

第
二
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消  

 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 

 
 

 
 

非
住
宅

建
築
物

等
の
う

ち
工
場

等
の
用

に
供
す

る
部
分

以
外
の

部
分
（ 

モ
デ
ル

建
物
法

基
準
に

よ
る
判    

1
1
4



 

 

費
性
能

変
更
適

合
性
判

定
に
関 

定
に
係

る
も
の

を
除
く 

。
） 

 
 

 

す
る
申

請
又
は

同
法
第

一
三
条

第
三
項

の
規
定

に
よ
り

通
知
さ

れ
る
計

画
の
変

更
に
対

す
る
審

査 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

 

 

費
性
能

変
更
適

合
性
判

定
に
関

定
に
係

る
も
の

を
除
く 

。
） 

 
 

 

す
る
申

請
又
は

同
法
第

一
二
条

第
三
項

の
規
定

に
よ
り

一
戸
建

て
の
住

宅
（
計

算
基
準 

に
よ
る

判
定
に

係
る
も 

の
に
限

る
。
） 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

二
〇
、
〇
〇

〇
円 

 

 

通
知
さ

れ
る
計

画
の
変

更
に
対

す
る
審

査 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

二
二
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

一
戸
建

て
の
住

宅
（
仕

様
基
準

等
に
よ

る
判
定

に
係
る 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

一
〇
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

も
の
に

限
る
。 

） 

 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

一
一
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

一
戸
建

て
の
住

宅
（
計

算
基
準

と
仕
様

基
準
等

を
併
用 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

一
五
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

し
た
方

法
に
よ

る
判
定

に
係
る

も
の
に

限
る
。 

） 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

一
六
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

 
   

 

 

1
1
5



 

                       
 

 
 

 

 
 

 
         

 
 

 
 

 
 

共
同
住

宅
等
又

は
複
合

建
築
物

に
係
る 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

六
四
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

住
宅
部

分
（
計

算
基
準

に
よ
る

判
定
に

係
る
も

の
に
限 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五

戸
以
上

一
五
戸

以
下
の

も
の 

一
三
四
、
〇

〇
〇
円 

 

 
 

る
。
） 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五

戸
以
下

の
も
の 

一
八
一
、
〇

〇
〇
円 

 

 
 

 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以

上
の
も

の 

二
五
六
、
〇

〇
〇
円 

 

 
 

共
同
住

宅
等
又

は
複
合

建
築
物

に
係
る 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

二
八
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

住
宅
部

分
（
仕

様
基
準

等
に
よ

る
判
定

に
係
る

も
の
に 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五

戸
以
上

一
五
戸

以
下
の

も
の 

五
七
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

限
る
。 

） 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五

戸
以
下

の
も
の 

八
四
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以

上
の
も 

一
二
二
、
〇

〇
〇
円 

 

1
1
6



 

 
 

 
 

 
 

 
                     

 
 

 
   

 

備
考 

２ 

  

 
 

 
                  

 
 

 

の 
 

 

 
 

共
同
住

宅
等
又

は
複
合

建
築
物

に
係
る 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

四
六
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

住
宅
部

分
（
計

算
基
準

と
仕
様

基
準
等

を
併
用

し
た
方 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五

戸
以
上

一
五
戸

以
下
の

も
の 

九
五
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

法
に
よ

る
判
定

に
係
る

も
の
に

限
る
。 

） 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五

戸
以
下

の
も
の 

一
三
二
、
〇

〇
〇
円 

 

 
 

 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以 

一
八
八
、
〇

〇
〇
円 

 

 
 

 
上
の
も

の 

 

 

備
考 

２ 
 

３ 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係

る
住
宅
部
分
に
つ
い
て
判
定
を
受
け
る

場
合
（
住
戸
ご
と
に
異
な
る
方
法
で
判

定
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）
の
手
数

料
の
額
は
、
当
該
共
同
住
宅
等
又
は
複

合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
の
判
定
の

方
法
及
び
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住
宅
等

又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（ 

計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建

築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基
準
等

に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

又
は
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に

係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
と
仕
様
基

準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ
る
判
定
に 

 

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
る
額
を

合
算
し
た
額
と
す
る
。 

４ 

複
合
建
築
物
に
つ
い
て
申
請
す
る
場

合
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
複
合
建
築

物
に
係
る
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
の
合

計
に
応
じ
、
非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち

1
1
7



 

                   

 
 

 
    

 
   

軽
微
変

更
該
当

証
明
申

請
手
数

料 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
等
に

関
す
る

法
律
施

行
規
則

（
平
成

二
八
年

国
土
交

通
省
令

第
五
号 

）
第
三

条
に
規

定
す
る

軽
微
変

更
に
該

当
す
る

証
明
申

請
に
対  

 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。

 
 

非
住
宅

建
築
物

等
の
う

ち
工
場

等
の
用

に
供
す

る
部
分

以
外
の

部
分
（ 

モ
デ
ル

建
物
法

基
準
に

よ
る
判

定
に
係

る
も
の

を
除
く 

。
） 

  

工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
（
モ
デ
ル

建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分

（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
定
め
る
額
、

非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工
場
等
の
用

に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
（
モ
デ
ル

建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分

以
外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に

よ
る
判
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に 

 

定
め
る
額
又
は
第
二
項
の
例
に
よ
り
算

定
し
た
額
と
、
当
該
複
合
建
築
物
に
係

る
住
宅
部
分
の
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住

宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部

分
（
計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
、
共
同
住
宅
等
又
は
複

合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基

準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る 

。
）
若
し
く
は
共
同
住
宅
等
又
は
複
合

建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準

と
仕
様
基
準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ 

 

る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定

め
る
額
又
は
第
三
項
の
例
に
よ
り
算
定

し
た
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。 

軽
微
変

更
該
当

証
明
申

請
手
数

料 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
等
に

関
す
る

法
律
施

行
規
則

第
五
条

二
八
年

国
土
交

通
省
令

第
五
号

）
第
五

条
に
規

定
す
る

軽
微
変

更
に
該  

 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 

 
 

非
住
宅

建
築
物

等
の
う

ち
工
場

等
の
用

に
供
す

る
部
分

以
外
の

部
分
（ 

モ
デ
ル

建
物
法

基
準
に

よ
る
判

定
に
係

る
も
の

を
除
く 

。
） 

  

当
す
る

証
明
申

請
に
対 

 

 

1
1
8



 

 

す
る
審

査 
 

 

 
 

                                   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

す
る
審

査 

一
戸
建

て
の
住

宅
（
計

算
基
準

に
よ
る

判
定
に

係
る
も 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

二
〇
、
〇
〇

〇
円 

 
 

の
に
限

る
。
） 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

二
二
、
〇
〇

〇
円 

 
 

一
戸
建

て
の
住

宅
（
仕

様
基
準

等
に
よ

る
判
定

に
係
る 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

一
〇
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

も
の
に

限
る
。 

） 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

一
一
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

一
戸
建

て
の
住

宅
（
計

算
基
準

と
仕
様

基
準
等

を
併
用 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

一
五
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

し
た
方

法
に
よ

る
判
定

に
係
る

も
の
に

限
る
。 

） 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

一
六
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

共
同
住

宅
等
又

は
複
合

建
築
物

に
係
る 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

六
四
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

住
宅
部

分
（
計  

 
 

1
1
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算
基
準

に
よ
る

判
定
に

係
る
も

の
に
限

る
。
） 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五

戸
以
上

一
五
戸

以
下
の

も
の 

一
三
四
、
〇

〇
〇
円 

 

 
 

 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五

戸
以
下

の
も
の 

一
八
一
、
〇

〇
〇
円 

 

 
 

 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以

上
の
も

の 

二
五
六
、
〇

〇
〇
円 

 

 
 

共
同
住

宅
等
又

は
複
合

建
築
物

に
係
る 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

二
八
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

住
宅
部

分
（
仕

様
基
準

等
に
よ

る
判
定

に
係
る

も
の
に 

限
る
。 

） 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五 

五
七
、
〇
〇

〇
円 

 
戸
以
上 

 

一
五
戸

以
下
の

も
の 

 

 
 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五

戸
以
下

の
も
の 

八
四
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以

上
の
も

の 

一
二
二
、
〇

〇
〇
円 

 

 
 

 
    

 

 

1
2
0



 

 
 

                         

 

 

備
考 

２ 
 

                      

 
 

共
同
住

宅
等
又

は
複
合

建
築
物

に
係
る 

住
宅
部

分
（
計

算
基
準

と
仕
様

基
準
等

を
併
用

し
た
方 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

四
六
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五

戸
以
上

一
五
戸

以
下
の

も
の 

九
五
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

法
に
よ

る
判
定

に
係
る

も
の
に

限
る
。 

） 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五

戸
以
下

の
も
の 

一
三
二
、
〇

〇
〇
円 

 

 
 

 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以

上
の
も

の 

一
八
八
、
〇

〇
〇
円 

 

 

備
考 

２ ３ 

共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係

る
住
宅
部
分
に
つ
い
て
判
定
を
受
け
る

場
合
（
住
戸
ご
と
に
異
な
る
方
法
で
判

定
を
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）
の
手
数

料
の
額
は
、
当
該
共
同
住
宅
等
又
は
複

合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
の
判
定
の

方
法
及
び
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住
宅
等

又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（ 

計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建

築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基
準
等

に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

又
は
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に

係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準
と
仕
様
基

準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ
る
判
定
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
る
額
を

合
算
し
た
額
と
す
る
。 

４ 

複
合
建
築
物
に
つ
い
て
申
請
す
る
場

合
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
複
合
建
築

物
に
係
る
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
の
合

計
に
応
じ
、
非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち

工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分
（
モ
デ
ル 

1
2
1



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                     

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消 

費
性
能

向
上
計 

画
認
定

申
請
手 

数
料 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー 

消
費
性

能
の
向 

上
等
に

関
す
る 

法
律
第

三
五
条

第
一
項 

の
規
定 

に
よ
る 

建
築
物

エ
ネ
ル 

ギ
ー
消

費
性
能 

向
上
計

画
の
認

定
の
申 

請
に
対

す
る
審 

査 

 
 

 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分

（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
定
め
る
額
、

非
住
宅
建
築
物
等
の
う
ち
工
場
等
の
用

に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
（
モ
デ
ル

建
物
法
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
若
し
く
は
非
住
宅
建
築
物

等
の
う
ち
工
場
等
の
用
に
供
す
る
部
分

以
外
の
部
分
（
モ
デ
ル
建
物
法
基
準
に

よ
る
判
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

定
め
る
額
又
は
第
二
項
の
例
に
よ
り
算

定
し
た
額
と
、
当
該
複
合
建
築
物
に
係

る
住
宅
部
分
の
戸
数
に
応
じ
、
共
同
住

宅
等
又
は
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部

分
（
計
算
基
準
に
よ
る
判
定
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
、
共
同
住
宅
等
又
は
複

合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
仕
様
基

準
等
に
よ
る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る 

。
）
若
し
く
は
共
同
住
宅
等
又
は
複
合

建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分
（
計
算
基
準

と
仕
様
基
準
等
を
併
用
し
た
方
法
に
よ

る
判
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定

め
る
額
又
は
第
三
項
の
例
に
よ
り
算
定

し
た
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。 

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消 

費
性
能

向
上
計 

画
認
定

申
請
手 

数
料 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
等
に

関
す
る

法
律
第

三
〇
条

第
一
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

向
上
計

画
の
認

定
の
申

請
に
対

す
る
審

査 

 
 

 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
2
2



 

 

備
考 

３ 

非
住
宅
建
築
物
等
（
モ
デ
ル
建
物
法

基
準
に
よ
る
認
定
に
係
る
も
の
に
限
る 

。
）
に
係
る
申
請
書
に
、
登
録
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
作

成
し
た
当
該
申
請
に
係
る
建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
三
五
条
第
一
項
各
号
（
同
法

第
三
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
以 

 
 

下
「
誘
導
基
準
適
合
証
」
と
い
う
。
）

の
添
付
が
あ
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は 

、
次
に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を

前
記
の
手
数
料
の
額
か
ら
減
じ
た
額
と

す
る
。 

１２ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の 

向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
三
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
場
合
の

手
数
料
の
額
は
、
建
築
物
等
確
認
申
請

手
数
料
の
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
額

に
相
当
す
る
額
を
前
記
の
手
数
料
の
額

に
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消 

費
性
能

向
上
計 

画
変
更

認
定
申 

請
手
数

料 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー 

消
費
性

能
の
向 

上
等
に

関
す
る 

法
律
第

三
六
条

第
一
項 

の
規
定

に
よ
る 

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消 

費
性
能

向
上
計 

画
の
変

更
の
認 

定
の
申

請
に
対

す
る
審 

査 

 
 

 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

備
考 

３ 

非
住
宅
建
築
物
等
（
モ
デ
ル
建
物
法

基
準
に
よ
る
認
定
に
係
る
も
の
に
限
る 

。
）
に
係
る
申
請
書
に
、
登
録
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
作

成
し
た
当
該
申
請
に
係
る
建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
三
〇
条
第
一
項
各
号
（
同
法

第
三
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
以 

 
 

下
「
誘
導
基
準
適
合
証
」
と
い
う
。
）

の
添
付
が
あ
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は 

、
次
に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を

前
記
の
手
数
料
の
額
か
ら
減
じ
た
額
と

す
る
。 

１２ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の 

向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
三
〇
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
場
合
の

手
数
料
の
額
は
、
建
築
物
等
確
認
申
請

手
数
料
の
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
額

に
相
当
す
る
額
を
前
記
の
手
数
料
の
額

に
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消 

費
性
能

向
上
計 

画
変
更

認
定
申 

請
手
数

料 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
の
向

上
等
に

関
す
る

法
律
第

三
一
条

第
一
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

向
上
計

画
の
変

更
の
認

定
の
申

請
に
対

す
る
審

査 

 
 

 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

と
す

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1
2
3



 

 

備
考 

１３ 
 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の 

向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
三
六
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
場

合
の
手
数
料
の
額
は
、
建
築
物
等
確
認

申
請
手
数
料
の
項
に
規
定
す
る
手
数
料

の
額
に
相
当
す
る
額
を
前
記
の
手
数
料

の
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能 

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性 

非
住
宅

建
築
物

（
建
築

物
エ
ネ 

床
面
積

の
合
計

が
三
〇

〇
平
方 

九
八
、
〇
〇

〇
円 

一
枚

を
も

つ
て

一
件

に
係
る

認
定
申

請
手
数 

能
の
向

上
等
に

関
す
る 

ル
ギ
ー

消
費
性

能
基
準 

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

と
す

る
。

料 

法
律
第 

四
一
条 

等
を
定 

め
る
省 

床
面
積 

の
合
計 

一
二
九
、
〇

〇
〇
円 

 

第
二
項

の
規
定

に
よ
る

建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
に
係

る
認
定

の
申
請

に
対
す

る
審
査 

令
第
一

条
第
一

項
第
一

号
ロ
に

定
め
る

基
準
に

よ
る
認

定
に
係

る
も
の

に
限
る 

。
） 

が
三
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
未

満
の
も

の 床
面
積

の
合
計

が
一
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
上
二 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト 

一
七
〇
、
〇

〇
〇
円 

ル
未
満 

 
 

 

の
も
の  

 
 

 

床
面
積

の
合
計

が
二
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
上
五 

、
〇
〇

〇
平
方 

二
七
九
、
〇

〇
〇
円 

 

備
考 

１３ 
 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の 

向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
三
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
〇
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
場

合
の
手
数
料
の
額
は
、
建
築
物
等
確
認

申
請
手
数
料
の
項
に
規
定
す
る
手
数
料

の
額
に
相
当
す
る
額
を
前
記
の
手
数
料

の
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

   

 

                           

 

 
 

        

 

1
2
4



 

 
 

 

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の  

  
 

 

床
面
積

の
合
計

が
五
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
上
一

〇
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー 

三
四
五
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

ト
ル
未

満
の
も

の 

 
 

 

床
面
積

の
合
計

が
一
〇 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

二
五
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

未
満
の

も
の 

四
八
五
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

床
面
積

の
合
計

が
二
五 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

五
六
二
、
〇

〇
〇
円 

 
 

非
住
宅

建
築
物

（
建
築

物
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
基
準

等
を
定

め
る
省

令
第
一

条
第
一

項
第
一 

床
面
積

の
合
計

が
三
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

一
七
三
、
〇

〇
〇
円 

 
 

床
面
積

の
合
計

が
三
〇

〇
平
方

メ
ー
ト 

二
三
四
、
〇

〇
〇
円 

                                        

 

 
        

1
2
5



 

 
 

号
ロ
に

定
め
る

基
準
に

よ
る
認

定
に
係

る
も
の

を
除
く 

ル
以
上

一
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
未

満
の
も

の 

 

 
 

。
） 
床
面
積

の
合
計

が
一
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル 

三
〇
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

以
上
二 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

 
 

 

床
面
積

の
合
計

が
二
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
上
五 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

四
六
九
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

床
面
積

の
合
計

が
五
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
上
一

〇
、
〇

〇
〇
平

方
メ
ー

ト
ル
未

満
の
も

の 

五
六
八
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

床
面
積

の
合
計

が
一
〇 

、
〇
〇

〇
平
方 

七
六
三
、
〇

〇
〇
円 

             

 
          

 
 

 
 

 
 

 
       

1
2
6



 

 
 

 

メ
ー
ト

ル
以
上

二
五
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

未
満
の

も
の 

 

 
 

 
床
面
積

の
合
計

が
二
五 

、
〇
〇

〇
平
方 

八
七
〇
、
〇

〇
〇
円 

 
 

 

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

 
 

一
戸
建

て
の
住

宅
（
建

築
物
エ

ネ
ル
ギ

ー
消
費

性
能
基 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

二
一
、
〇
〇

〇
円 

 
 

準
等
を

定
め
る

省
令
第

一
条
第

一
項
第

二
号
イ

⑵
及
び 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

二
二
、
〇
〇

〇
円 

 
 

同
号
ロ

⑵
に
定

め
る
基

準
に
よ

る
認
定

に
係
る  

 
 

も
の
に  

 
 

限
る
。 

） 

 

 
 

一
戸
建

て
の
住

宅
（
建

築
物
エ

ネ
ル
ギ

ー
消
費

性
能
基 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
未
満

の
も
の 

三
九
、
〇
〇

〇
円 

 
 

準
等
を

定
め
る

省
令
第  

 

                              

 
           

 
 

 
    

1
2
7



 

 
 

一
条
第

一
項
第

二
号
イ

⑵
及
び

同
号
ロ

⑵
に
定

め
る
基

準
に
よ 

床
面
積

の
合
計

が
二
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
上

の
も
の 

四
三
、
〇
〇

〇
円 

 
 

る
認
定

に
係
る

も
の
を

除
く
。 

） 

 

 
 

共
同
住

宅
等
で

あ
つ
て 

、
共
用

部
分
の 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

一
〇
二
、
〇

〇
〇
円 

 
 

設
計
一

次
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
量

を
算
出

す
る
も

の
（
建 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五

戸
以
上

一
五
戸

以
下
の

も
の 

一
一
七
、
〇

〇
〇
円 

 
 

築
物
エ

ネ
ル
ギ

ー
消
費

性
能
基

準
等
を

定
め
る

省
令
第 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五

戸
以
下

の
も
の 

一
六
九
、
〇

〇
〇
円 

 
 

一
条
第

一
項
第 

申
請
に

係
る
戸 

二
四
五
、
〇

〇
〇
円 

 
 

二
号
イ 

⑵
及
び

同
号
ロ 

数
が
四

六
戸
以

上
の
も 

 
 

⑵
に
定

め
る
基

準
に
よ

る
認
定

に
係
る

も
の
に

限
る
。 

） 

の 

 
 

 
 

    

                                 

           

 

 
 

 
 

1
2
8



 

 
 

共
同
住

宅
等
で

あ
つ
て 

、
共
用

部
分
の 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

二
三
七
、
〇

〇
〇
円 

 
 

設
計
一

次
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
量

を
算
出

す
る
も

の
（
建 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五

戸
以
上

一
五
戸

以
下
の

も
の 

二
六
九
、
〇

〇
〇
円 

 
 

築
物
エ

ネ
ル
ギ

ー
消
費

性
能
基 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以 

三
六
三
、
〇

〇
〇
円 

 
 

準
等
を

定
め
る

省
令
第 

上
四
五

戸
以
下

の
も
の 

 
 

一
条
第

一
項
第

二
号
イ

⑵
及
び

同
号
ロ

⑵
に
定

め
る
基

準
に
よ

る
認
定

に
係
る

も
の
を

除
く
。 

） 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以

上
の
も

の 

五
一
六
、
〇

〇
〇
円 

 
 

共
同
住

宅
等
で

あ
つ
て 

、
共
用

部
分
の 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

五
八
、
〇
〇

〇
円 

 
 

設
計
一

次
エ
ネ

ル
ギ
ー 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五 

七
六
、
〇
〇

〇
円 

 
 

消
費
量 

戸
以
上 

 
 

を
算
出

し
な
い

も
の
（ 

一
五
戸

以
下
の

も
の 

 
 

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

基
準
等 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五 

一
二
七
、
〇

〇
〇
円 

 
                                     

 
      

 
      

1
2
9



 

を
定
め

る
省
令 

戸
以
下

の
も
の  

第
一
条

第
一
項

第
二
号

イ
⑵
及

び
同
号

ロ
⑵
に 

定
め
る

基
準
に

よ
る
認

定
に
係

る
も
の

に
限
る 

。
） 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以

上
の
も

の 

二
〇
四
、
〇

〇
〇
円 

   

 
 

共
同
住

宅
等
で

あ
つ
て 

、
共
用

部
分
の 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

戸
以
下

の
も
の 

一
二
九
、
〇

〇
〇
円 

 
 

設
計
一

次
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
量

を
算
出

し
な
い

も
の
（ 

申
請
に

係
る
戸

数
が
五

戸
以
上

一
五
戸

以
下
の

も
の 

一
六
一
、
〇

〇
〇
円 

 
 

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

基
準
等

を
定
め

る
省
令 

申
請
に

係
る
戸

数
が
一

六
戸
以

上
四
五

戸
以
下

の
も
の 

二
五
五
、
〇

〇
〇
円 

 
 

第
一
条

第
一
項

第
二
号

イ
⑵
及

び
同
号

ロ
⑵
に 

定
め
る 

申
請
に

係
る
戸

数
が
四

六
戸
以

上
の
も

の 

 

四
〇
八
、
〇

〇
〇
円 

 
 

基
準
に

よ
る
認

定
に
係

る
も
の

を
除
く 

。
） 

 

 
  

                               

 
                

  

 

1
3
0



 

 

備
考 

１ 

複
合
建
築
物
に
つ
い
て
申
請
す
る
場

合
の
手
数
料
の
額
は
、
当
該
複
合
建
築

物
に
係
る
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
の
合

計
に
応
じ
非
住
宅
建
築
物
に
定
め
る
額

と
当
該
複
合
建
築
物
に
係
る
住
宅
部
分 

 

の
戸
数
に
応
じ
共
同
住
宅
等
に
定
め
る 

 

額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。 

２ 

非
住
宅
建
築
物
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第

一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
定
め
る
基
準

に
よ
る
認
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
申
請
書
に
、
登
録
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
作
成
し

た
当
該
申
請
に
係
る
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
（
以
下
こ
の
部
に
お
い
て
「
適
合
証 

」
と
い
う
。
）
又
は
市
長
が
別
に
定
め

る
書
類
の
添
付
が
あ
る
場
合
の
手
数
料

の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額
を
前
記
の
手
数
料
の
額
か
ら
減
じ

た
額
と
す
る
。 

一 

三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 

八
八
、
〇
〇
〇
円 

二 

三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
、 

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

五
一
一
三
、
〇
〇
〇
円 

三 

一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

二
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

一
四
三
、
〇
〇
〇
円 

四 

二
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

五
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

一
九
九
、
〇
〇
〇
円 

五 

五
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

一
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

二
一
八
、
〇
〇
〇
円 

六 

一
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
五
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

三
二
五
、
〇
〇
〇
円 

七 

二
五
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の 

三
六
二
、
〇
〇
〇
円 

 

３
ど
非
住
宅
建
築
物
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ 

 

ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第

一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
定
め
る
基
準

に
よ
る
認
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
係
る
申
請
書
に
、
登
録
建
築
物
エ
ネ

 
 

 
                        

                      

 

 
 

1
3
1



 

ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
作
成
し

た
適
合
証
又
は
市
長
が
別
に
定
め
る
書

類
の
添
付
が
あ
る
場
合
の
手
数
料
の
額

は
、
次
に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

を
前
記
の
手
数
料
の
額
か
ら
減
じ
た
額

と
す
る
。 

一 

三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 

一
六
三
、
〇
〇
〇
円 

二 

三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
、

〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

五
二
一
八
、
〇
〇
〇
円 

三 

一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

二
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

二
七
三
、
〇
〇
〇
円 

四 

二
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

五
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

三
八
九
、
〇
〇
〇
円 

五 

五
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

一
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

四
四
一
、
〇
〇
〇
円 

六 

一
〇
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
五
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

六
〇
三
、
〇
〇
〇
円 

七 

二
五
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の 

六
七
〇
、
〇
〇
〇
円 

４ 

一
戸
建
て
の
住
宅
（
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令

第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
及
び
同
号

ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
認
定
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
申
請
書
に 

、
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
が
作
成
し 

た
適
合
証
又
は
市
長
が
別
に
定
め
る
書 

類
の
添
付
が
あ
る
場
合
の
手
数
料
の
額 

 
 

は
、
次
に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計
の
区 

 

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

を
前
記
の
手
数
料
の
額
か
ら
減
じ
た
額

と
す
る
。 

一 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 

一
六
、
〇
〇
〇
円 

二 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の 

一
七
、
〇
〇
〇
円 

５ 

一
戸
建
て
の
住
宅
（
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令

第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
及
び
同
号

ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
よ
る
認
定
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
申
請
書
に 

、
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
が
作
成
し

た
適
合
証
又
は
市
長
が
別
に
定
め
る
書

 
                         

 
                       

 
 

1
3
2



 

類
の
添
付
が
あ
る
場
合
の
手
数
料
の
額

は
、
次
に
掲
げ
る
床
面
積
の
合
計
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

を
前
記
の
手
数
料
の
額
か
ら
減
じ
た
額

と
す
る
。 

一 
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
三
四
、
〇
〇
〇
円 

二 

二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の 

三
八
、
〇
〇
〇
円 

６ 

共
同
住
宅
等
で
あ
つ
て
、
共
用
部
分

の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
算

出
す
る
も
の
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条

第
一
項
第
二
号
イ
⑵
及
び
同
号
ロ
⑵
に

定
め
る
基
準
に
よ
る
認
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
に
係
る
申
請
書
に
、
登
録

住
宅
性
能
評
価
機
関
が
作
成
し
た
適
合

証
又
は
市
長
が
別
に
定
め
る
書
類
の
添

付
が
あ
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
次

に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
戸
数
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
前

記
の
手
数
料
の
額
か
ら
減
じ
た
額
と
す 

 

る
。 

 

一 

四
戸
以
下
の
も
の 

九
二
、
〇
〇

〇
円 

二 

五
戸
以
上
一
五
戸
以
下
の
も
の 

九
七
、
〇
〇
〇
円 

三 

一
六
戸
以
上
四
五
戸
以
下
の
も
の

五
一
二
四
、
〇
〇
〇
円 

四 

四
六
戸
以
上
の
も
の 

一
六
五
、

〇
〇
〇
円 

７ 

共
同
住
宅
等
で
あ
つ
て
、
共
用
部
分

の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
算

出
す
る
も
の
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条

第
一
項
第
二
号
イ
⑵
及
び
同
号
ロ
⑵
に

定
め
る
基
準
に
よ
る
認
定
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
に
係
る
申
請
書
に
、
登
録

住
宅
性
能
評
価
機
関
が
作
成
し
た
適
合

証
又
は
市
長
が
別
に
定
め
る
書
類
の
添

付
が
あ
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
次

に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
戸
数
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
前

記
の
手
数
料
の
額
か
ら
減
じ
た
額
と
す

る
。 

一 

四
戸
以
下
の
も
の 

二
二
七
、
〇

〇
〇
円 

二 

五
戸
以
上
一
五
戸
以
下
の
も
の 

二
四
九
、
〇
〇
〇
円 

 
                                     

 
            

1
3
3



 

三 

一
六
戸
以
上
四
五
戸
以
下
の
も
の

五
三
一
八
、
〇
〇
〇
円 

四 

四
六
戸
以
上
の
も
の 

四
三
六
、

〇
〇
〇
円 

８ 
共
同
住
宅
等
で
あ
つ
て
、
共
用
部
分

の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
算

出
し
な
い
も
の
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一

条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
及
び
同
号
ロ
⑵

に
定
め
る
基
準
に
よ
る
認
定
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
係
る
申
請
書
に
、
登 

 

録
住
宅
性
能
評
価
機
関
が
作
成
し
た
適 

 

合
証
又
は
市
長
が
別
に
定
め
る
書
類
の

添
付
が
あ
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、

次
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
戸
数
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を

前
記
の
手
数
料
の
額
か
ら
減
じ
た
額
と

す
る
。 

一 

四
戸
以
下
の
も
の 

四
八
、
〇
〇

〇
円 

二 

五
戸
以
上
一
五
戸
以
下
の
も
の 

五
六
、
〇
〇
〇
円 

三 

一
六
戸
以
上
四
五
戸
以
下
の
も
の

五
八
二
、
〇
〇
〇
円 

四 

四
六
戸
以
上
の
も
の 

一
二
四
、

〇
〇
〇
円 

９ 

共
同
住
宅
等
で
あ
つ
て
、
共
用
部
分

の
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
算

出
し
な
い
も
の
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一

条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
及
び
同
号
ロ
⑵

に
定
め
る
基
準
に
よ
る
認
定
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
に
係
る
申
請
書
に
、
登

録
住
宅
性
能
評
価
機
関
が
作
成
し
た
適

合
証
又
は
市
長
が
別
に
定
め
る
書
類
の

添
付
が
あ
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、

次
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
戸
数
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を

前
記
の
手
数
料
の
額
か
ら
減
じ
た
額
と

す
る
。 

一 

四
戸
以
下
の
も
の 

一
一
九
、
〇

〇
〇
円 

二 

五
戸
以
上
一
五
戸
以
下
の
も
の 

一
四
一
、
〇
〇
〇
円 

三 

一
六
戸
以
上
四
五
戸
以
下
の
も
の

五
二
一
〇
、
〇
〇
〇
円 

四 

四
六
戸
以
上
の
も
の 

三
二
八
、

〇
〇
〇
円 

10 

第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
申
請
書
に 

       

 
 

 
 

 
 

                                      

 

1
3
4



 

 

、
登
録
判
定
評
価
機
関
が
作
成
し
た
適 

 

合
証
又
は
市
長
が
別
に
定
め
る
書
類
の

添
付
が
あ
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、

第
二
項
又
は
第
三
項
の
例
に
よ
り
算
定

し
た
額
と
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の

い
ず
れ
か
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
を

合
算
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

優
良
宅

地
造
成

認
定
申

請
手
数

料 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
       

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

優
良
宅

地
造
成

認
定
申

請
手
数

料 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

宅
地
造

成
等
工

事
許
可 

宅
地
造

成
及
び

特
定
盛

中
間
検

査
を
行

う
部
分 

一
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ 

五
、
二
〇
〇

円 

一
枚

を
も

つ
て 

中
間
検

査
申
請

手
数
料 

土
等
規

制
法
（

昭
和
三

の
盛
土

又
は
切

土
を
す 

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

一
件

と
す

る
。 

 
六
年
法

律
第
一

九
一
号

）
第
一

五
条
第

二
項
の

規
定
に

よ
り
同

法
第
一

二
条
第

一
項
の

る
土
地

の
面
積 

一
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

二
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

八
、
四
〇
〇

円 

 

 

許
可
を

受
け
た

も
の
と

み
な
さ

れ
た
工

事
又
は

同
法
第

三
四
条

第
二
項

の
規
定

に
よ
り  

二
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

四
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ 

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

一
二
、
〇
〇

〇
円 

 

 

同
法
第

三
〇
条

第
一
項

の
許
可

を
受
け

た
も
の

と
み
な  

四
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

七
〇
、

〇
〇
〇 

二
〇
、
〇
〇

〇
円 

 

1
3
5



 

 
 

                      

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

さ
れ
た

工
事
に

係
る
中

間
検
査 

平
方
メ

ー
ト
ル

以
下
の

も
の 

 

 

 
 

 

七
〇
、

〇
〇
〇

平
方
メ

ー
ト
ル

を
超
え

一
〇
〇 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
以
下

の
も
の 

二
九
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

 

一
〇
〇 

、
〇
〇

〇
平
方

メ
ー
ト

ル
を
超

え
る
も

の 

三
八
、
〇
〇

〇
円 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

1
3
6



  

宇部市手数料徴収条例中一部改正の件 

 

【目 的】 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３

号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及び宅地造成等規制法（昭和

３６年法律第１９１号）の一部改正に伴い、国の算定基準による手数料の新設

その他所要の整備を行うものである。 

 

【改正内容】 

 １ ２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた建築分野における省エ

ネ対策強化に伴う法改正により、手数料の改正を行う。   

（１）省エネ性能向上に伴う建物の重量化等に対応した、建築確認・検査制度

等の見直しに伴うもの（資料２） 

・審査、検査業務の増加等により、建築物等確認申請手数料、建築物等完了 

検査申請手数料及び中間検査申請手数料の額を変更する。 

（２）全ての新築等建築物に対する省エネ基準適合義務化に伴うもの（資料３） 

  ・住宅用途に対する省エネ基準適合の審査業務の追加により、建築物エネル

ギー消費性能適合性判定手数料等の額及び備考の条項を追加する。また、

建築物等確認申請手数料の備考の条項に加算額を追加する。 

  ・省エネ認定制度の廃止により、建築物エネルギー消費性能に係る認定申請 

手数料の部を削除する。 

 

２ 令和３年に静岡県熱海市で発生した土石流災害を教訓として、宅地造成等

規制法が一部改正され、県内全域において令和７年４月１日に規制区域が指

定される予定。区域の指定に伴い、盛土内に設置される地下排水施設の中間

検査が必要となるため、開発許可を受けて行われる宅地造成工事について、

宅地造成等工事許可中間検査申請手数料を新設する。（資料４） 

 

【施行日】  
令和７年４月１日 

資料１ 議案第３５号 



　議案第３５号 資料２　

〇建築物等確認、完了検査、中間検査申請手数料
単位：円

30 ㎡ 以下 6,000 9,000 10,000

30 ㎡ 超 100 ㎡ 以下 12,000 14,000 17,000

100 ㎡ 超 200 ㎡ 以下 20,000 22,000 28,000

200 ㎡ 超 300 ㎡ 以下 35,000

300 ㎡ 超 500 ㎡ 以下

500 ㎡ 超 1,000 ㎡ 以下 51,000

1,000 ㎡ 超 2,000 ㎡ 以下 73,000 121,000

2,000 ㎡ 超 10,000 ㎡ 以下 194,000 250,000

10,000 ㎡ 超 50,000 ㎡ 以下 337,000 450,000

50,000 ㎡ 超 552,000 610,000

12,000 14,000

6,000 7,000

7,000 8,000

4,000 5,000

11,000 12,000

6,000 7,000

30 ㎡ 以下 11,000 18,000

30 ㎡ 超 100 ㎡ 以下 15,000 26,000

100 ㎡ 超 200 ㎡ 以下 22,000 40,000

200 ㎡ 超 300 ㎡ 以下 41,000

300 ㎡ 超 500 ㎡ 以下

500 ㎡ 超 1,000 ㎡ 以下 54,000

1,000 ㎡ 超 2,000 ㎡ 以下 74,000 79,000

2,000 ㎡ 超 10,000 ㎡ 以下 155,000 190,000

10,000 ㎡ 超 50,000 ㎡ 以下 265,000 330,000

50,000 ㎡ 超 452,000 600,000

18,000 22,000

11,000 14,000

13,000 16,000

30 ㎡ 以下 11,000 17,000

30 ㎡ 超 100 ㎡ 以下 15,000 24,000

100 ㎡ 超 200 ㎡ 以下 21,000 37,000

200 ㎡ 超 300 ㎡ 以下 38,000

300 ㎡ 超 500 ㎡ 以下

500 ㎡ 超 1,000 ㎡ 以下 51,000

1,000 ㎡ 超 2,000 ㎡ 以下 70,000 77,000

2,000 ㎡ 超 10,000 ㎡ 以下 149,000 180,000

10,000 ㎡ 超 50,000 ㎡ 以下 258,000 320,000

50,000 ㎡ 超 447,000 590,000

17,000 21,000

11,000 13,000

30 ㎡ 以下 11,000 13,000

30 ㎡ 超 100 ㎡ 以下 14,000 17,000

100 ㎡ 超 200 ㎡ 以下 21,000 24,000

200 ㎡ 超 300 ㎡ 以下 32,000

300 ㎡ 超 500 ㎡ 以下

500 ㎡ 超 1,000 ㎡ 以下 49,000

1,000 ㎡ 超 2,000 ㎡ 以下 66,000 68,000

2,000 ㎡ 超 10,000 ㎡ 以下 134,000 170,000

10,000 ㎡ 超 50,000 ㎡ 以下 230,000 280,000

50,000 ㎡ 超 396,000 580,000

17,000 18,000

11,000 12,000

13,000 14,000

工作物

工作物　（変更）

昇降機

工作物

建築設備

32,000

31,000

昇降機

昇降機

完了検査
（特定工程後）

建築物

中間検査

小荷物専用昇降機

工作物

小荷物専用昇降機

小荷物専用昇降機

建築物

建築設備

建築設備
　（変更）

改正前手数料
改正後手数料

構造計算書有

28,000

昇降機

小荷物専用昇降機

昇降機

小荷物専用昇降機

50,000

内容 物件 面積等の区分

確認申請

建築物

完了検査

建築物

54,000

33,000

55,000

建築設備

34,000

71,000

建築設備



　議案第３５号 資料３　

〇省エネ基準適合に関する各評価方法の手数料

単位：円

確認申請とセットで申請する
場合の手数料（※２）

評価方法

仕様基準等Ⓐ 計算法Ⓑ
仕様基準等

・計算併用法Ⓒ
仕様基準等Ⓓ

200㎡未満 20,000 39,000 29,000 10,000

200㎡以上 21,000 43,000 32,000 11,000

4戸以下 56,000 128,000 92,000 34,000

5戸以上　15戸以下 112,000 267,000 189,000 75,000

16戸以上　45戸以下 166,000 360,000 263,000 94,000

46戸以上　 241,000 510,000 375,000 132,000

※１の申請パターン例（確認申請手数料は資料１参照）

+

※２の申請パターン例（確認申請手数料は資料１参照）

+

　※３変更手数料及び軽微変更該当証明手数料は上記の手数料の約50％です。

確認申請と別途申請する
場合の手数料（※１）

床面積
又は

住戸数の区分
用　途 評価方法

一戸建ての住宅

共同住宅等又は
複合建築物

に係る住宅部分

確認申請

の手数料

Ⓐ、Ⓑ又はⒸ

の手数料

Ⓓの手数料

申請手数料額

申請手数料額
確認申請

の手数料

選択又は組み合わせ可能

セットで申請



　議案第３５号 資料４　

　○宅地造成等工事許可中間検査申請手数料

単位：円

手数料

10,000㎡以下 5,200

10,000㎡超   　　20,000㎡以下 8,400

20,000㎡超   　　40,000㎡以下 12,000

40,000㎡超   　　70,000㎡以下 20,000

70,000㎡超　　 100,000㎡以下 29,000

100,000㎡超　 38,000

中間検査面積区分



議
案
第
三
十
六
号 

 
宇
部
市
水
道
事
業
の
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
等
に
関 

す
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
水
道
事
業
の
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
二
十
四
年
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
九
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

  

第
三
条
第
一
号
中
「
の
土
木
工
学
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
衛
生
工
学
又
は
水

道
工
学
に
関
す
る
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
二
年
以
上
水
道
」
を
「
に
お
い
て
土
木
工
学

科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
三
年
以
上
水
道
、
工
業
用
水
道
、
下
水

道
、
道
路
又
は
河
川
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
水
道
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
者
」
の

下
に
「
（
一
年
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」

を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
の
土
木
工
学
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
衛
生
工
学
及

び
水
道
工
学
に
関
す
る
学
科
目
以
外
の
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
三
年
以
上
水
道
」
を
「
に

お
い
て
機
械
工
学
科
若
し
く
は
電
気
工
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た

後
、
四
年
以
上
水
道
等
」
に
改
め
、
「
者
」
の
下
に
「
（
二
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
高
等
専
門
学
校
」

の
下
に
「
（
次
号
に
お
い
て
「
短
期
大
学
等
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
修
了
し
た
後
」
の
下
に
「
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
「
水
道
」
を
「
水
道
等
」
に
改
め
、
「
者
」
の
下
に
「
（
二

年
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加

え
、
同
条
第
八
号
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中
「
一
年
以
上
水
道
」
を
「
一
年
以
上
水
道
等
」
に
、

「
有
す
る
者
」
を
「
有
す
る
も
の
（
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
若
し
く
は

第
二
号
に
規
定
す
る
課
程
及
び
学
科
目
又
は
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
規
定
す
る
課
程
に
相
当

す
る
課
程
又
は
学
科
目
」
を
「
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
課
程
に
相
当
す
る
課
程
」
に
、
「
水

道
」
を
「
水
道
等
」
に
改
め
、
「
者
」
の
下
に
「
（
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
水
道
等
の

最
低
経
験
年
数
の
二
分
の
一
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
一
年
以
上
、
第
二
号
の

卒
業
者
に
あ
っ
て
は
二
年
以
上
水
道
」
を
「
二
年
以
上
、
第
二
号
の
卒
業
者
に
あ
っ
て
は
三
年
以
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上
水
道
等
」
に
、
「
有
す
る
者
」
を
「
有
す
る
も
の
（
第
一
号
の
卒
業
者
に
あ
っ
て
は
一
年
以
上
、

第
二
号
の
卒
業
者
に
あ
っ
て
は
一
年
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。 

六 

高
等
学
校
等
に
お
い
て
機
械
科
若
し
く
は
電
気
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め

て
卒
業
し
た
後
、
八
年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者
（
四
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

七 

十
年
以
上
水
道
等
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
五

年
以
上
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

第
三
条
第
四
号
中
「
中
等
教
育
学
校
」
の
下
に
「
（
次
号
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
「
水
道
」
を
「
水
道
等
」
に
改
め
、
「
者
」
の
下
に
「
（
三
年
六
月
以
上
水
道
に
関
す

る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
五
号

と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

短
期
大
学
等
に
お
い
て
機
械
科
若
し
く
は
電
気
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め

て
卒
業
し
た
後
、
六
年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者
（
三
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

第
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
一 

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ

っ
て
、
三
年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
（
一

年
六
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

第
四
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

前
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
土
木
工
学
科
若
し
く
は

土
木
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門

職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
後
）
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒

業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
三
年
以
上
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
同
法

に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
に
あ
っ
て
は
五
年
以
上
、

同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
七
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

第
四
条
第
二
号
中
「
又
は
第
四
号
」
を
「
又
は
第
五
号
」
に
改
め
、
「
土
木
工
学
以
外
の
」
を

削
り
、
「
に
関
す
る
学
科
目
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
科
目
」
を
「
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相

当
す
る
課
程
（
土
木
工
学
科
及
び
土
木
科
並
び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
除
く
。
）
」
に
、

「
同
条
第
四
号
」
を
「
同
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
厚
生

労
働
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
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第
四
号
中
「
第
二
号
」
を
「
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
に
、
「
学
科
目
」
を
「
課
程
」
に
、
「
の

卒
業
者
」
を
「
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
」
に
、
「
修
了
者
」
を
「
修
了
し
た
者
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
又
は
第
四
号
」
を
「
又
は
第
五
号
」
に
、
「
学

科
目
」
を
「
課
程
」
に
、
「
後
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、

修
了
し
た
後
）
」
を
「
（
当
該
課
程
を
修
め
て
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を

修
了
し
た
場
合
を
含
む
。
）
後
」
に
、
「
同
条
第
四
号
」
を
「
同
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

十
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

第
四
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

七 

技
術
士
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合
格
し

た
者
（
選
択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
を
選
択
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ

て
、
一
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の 

八 

建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
係

る
一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
三
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務

に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
第
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し

た
者
は
、
同
日
以
後
は
、
改
正
後
の
第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者

と
み
な
す
。 

「
説
明
」 

 

水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
及
び
水
道
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
） 

（
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
） 

第
三
条 

第
三
条 

一 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
の
土
木
工
学
科
又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
課
程
に
お
い
て
衛
生
工
学
又
は
水
道
工
学

に
関
す
る
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
二

年
以
上
水
道
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
水
道

等
」
と
い
う
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
一
年
六
月
以
上
水
道

に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
者
に
限
る
。
） 

一 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
土
木
工
学
科
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
三

年
以
上
水
道
、
工
業
用
水
道
、
下
水
道
、
道
路

又
は
河
川
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
水
道
等
」

と
い
う
。
）
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
一
年
六
月
以
上
水
道

に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
者
に
限
る
。
） 

二 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
土
木
工
学
科
又

は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
衛
生
工
学

及
び
水
道
工
学
に
関
す
る
学
科
目
以
外
の
学
科

目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
三
年
以
上
水
道
に

関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
者
（
二
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の

実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
機
械
工

学
科
若
し
く
は
電
気
工
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相

当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
四
年
以

上
水
道
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に

関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
者
（
二
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の

実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

三 

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
（
同
法
に
よ

る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
又
は

高
等
専
門
学
校
（
次
号
に
お
い
て
「
短
期
大
学

等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
（
同

法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て

は
、
修
了
し
た
後
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

五
年
以
上
水
道 

 

に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
二
年
六
月
以
上

水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

三 

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
（
同
法
に
よ

る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
又
は

高
等
専
門
学
校
（
次
号
に
お
い
て
「
短
期
大
学

等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
（
同

法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て

は
、
修
了
し
た
後
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

五
年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
二
年
六
月
以
上

水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

 

四 

短
期
大
学
等
に
お
い
て
機
械
科
若
し
く
は
電

気
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て

卒
業
し
た
後
、
六
年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技

術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

1
4
0



 

（
三
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

四 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教

育
学
校
（
次
号
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
七
年
以
上

水
道 

 

に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た

経
験
を
有
す
る
者
（
三
年
六
月
以
上
水
道
に
関

す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
に
限
る
。
） 

五 

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教

育
学
校
（
次
号
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
七
年
以
上

水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た

経
験
を
有
す
る
者
（
三
年
六
月
以
上
水
道
に
関

す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
に
限
る
。
） 

 

六 

高
等
学
校
等
に
お
い
て
機
械
科
若
し
く
は
電

気
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て

卒
業
し
た
後
、
八
年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技

術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

（
四
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

 

七 

十
年
以
上
水
道
等
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上

の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
五
年

以
上
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

五 

第
一
号
又
は
第
二
号
の
卒
業
者
で
あ
っ
て
、

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
院
研
究
科
に
お
い
て

一
年
以
上
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工
学
に
関

す
る
課
程
を
専
攻
し
た
後
、
又
は
大
学
の
専
攻

科
に
お
い
て
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工
学
に

関
す
る
専
攻
を
修
了
し
た
後
、
第
一
号
の
卒
業

者
に
あ
っ
て
は
一
年
以
上
、
第
二
号
の
卒
業
者

に
あ
っ
て
は
二
年
以
上
水
道 

 

に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
も

（
第
一
号
の
卒
業
者
に
あ
っ
て
は
一
年
以
上
、

第
二
号
の
卒
業
者
に
あ
っ
て
は
一
年
六
月
以
上

水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

八 

第
一
号
又
は
第
二
号
の
卒
業
者
で
あ
っ
て
、

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
院
研
究
科
に
お
い
て

一
年
以
上
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工
学
に
関

す
る
課
程
を
専
攻
し
た
後
、
又
は
大
学
の
専
攻

科
に
お
い
て
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工
学
に

関
す
る
専
攻
を
修
了
し
た
後
、
第
一
号
の
卒
業

者
に
あ
っ
て
は
二
年
以
上
、
第
二
号
の
卒
業
者

に
あ
っ
て
は
三
年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

（
第
一
号
の
卒
業
者
に
あ
っ
て
は
一
年
以
上
、

第
二
号
の
卒
業
者
に
あ
っ
て
は
一
年
六
月
以
上

水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

六 

外
国
の
学
校
に
お
い
て
、
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
に
規
定
す
る
課
程
及
び
学
科
目
又
は
第

三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
規
定
す
る
課
程
に
相

当
す
る
課
程
又
は
学
科
目
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
修
得
す
る
程

九 

外
国
の
学
校
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
六

号
ま
で
に
規
定
す
る
課
程
に
相
当
す
る
課
程
第

三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
規
定
す
る
課
程
に
相

当
す
る
課
程
又
は
学
科
目
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
修
得
す
る
程

1
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度
と
同
等
以
上
に
修
得
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
規
定
す
る
最
低
経
験
年
数
以
上
水
道 

 

等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
者
（
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す

る
水
道
等
の
最
低
経
験
年
数
の
二
分
の
一
以
上

水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

度
と
同
等
以
上
に
修
得
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
規
定
す
る
最
低
経
験
年
数
以
上
水
道

等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験

を
有
す
る
者
（
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す

る
水
道
等
の
最
低
経
験
年
数
の
二
分
の
一
以
上

水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

七 

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五

号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試

験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合
格
し
た
者
（
選

択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
を
選

択
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
一
年
以

上
水
道 

 

に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し

た
経
験
を
有
す
る
者
の
（
六
月
以
上
水
道
に
関

す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
に
限
る
。
） 

十 

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五

号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試

験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合
格
し
た
者
（
選

択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
を
選

択
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
一
年
以

上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し

た
経
験
を
有
す
る
も
の
（
六
月
以
上
水
道
に
関

す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
に
限
る
。
） 

八 

十
年
以
上
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の

実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

 

 

十
一 

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令

第
二
百
七
十
三
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
係
る

一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、

三
年
以
上
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
（
一
年
六
月
以

上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た

経
験
を
有
す
る
者
に
限
る
。
） 

（
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
） 

（
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
） 

第
四
条 

第
四
条 

一 

前
条
の
規
定
に
よ
り
布
設
工
事
監
督
者
た
る

資
格
を
有
す
る
者 

一 

前
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
規
定

す
る
学
校
に
お
い
て
土
木
工
学
科
若
し
く
は
土

木
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て

卒
業
し
た
後
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大

学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
後
）
、

同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者

に
あ
っ
て
は
三
年
以
上
、
同
条
第
三
号
に
規
定

す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門

職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た

者
）
に
あ
っ
て
は
五
年
以
上
、
同
条
第
五
号
に
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規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
七

年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
者 

二 

前
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定

す
る
学
校
に
お
い
て
土
木
工
学
以
外
の
工
学
、

理
学
、
農
学
、
医
学
若
し
く
は
薬
学
に
関
す
る

学
科
目
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
科
目
科
及

び
土
木
科
並
び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を

除
く
。
）
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
（
学
校
教
育

法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て

は
、
修
了
し
た
後
）
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す

る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
四
年
以

上
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し

た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程

に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
に
あ
っ
て
は
六

年
以
上
、
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒

業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
八
年
以
上
水
道
に
関
す

る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者 

二 

前
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
規
定

す
る
学
校
に
お
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工
学
、

理
学
、
農
学
、
医
学
若
し
く
は
薬
学
の
課
程
又

は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
（
土
木
工
学
科
及

び
土
木
科
並
び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を

除
く
。
）
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
（
学
校
教
育

法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て

は
、
修
了
し
た
後
）
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す

る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
四
年
以

上
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し

た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程

に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
に
あ
っ
て
は
六

年
以
上
、
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒

業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
八
年
以
上
水
道
に
関
す

る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者 

 

三 

十
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

三 

前
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定

す
る
学
校
に
お
い
て
工
学
、
理
学
、
農
学
、
医

学
及
び
薬
学
に
関
す
る
学
科
目
並
び
に
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
学
科
目
以
外
の
学
科
目
を
修
め
て

卒
業
し
た
後
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大

学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
後
）

あ
あ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、
同
条
第
一
号
に
規
定
す

る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
五
年
以

上
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し

た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程

に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
に
あ
っ
て
は
七

年
以
上
、
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒

業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
九
年
以
上
水
道
に
関
す

る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者 

四 

前
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
規
定

す
る
学
校
に
お
い
て
工
学
、
理
学
、
農
学
、
医

学
及
び
薬
学
に
関
す
る
課
程 

 

並
び
に
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
課
程 

 

以
外
の
課
程 

 

を
修
め
て

卒
業
し
た
（
当
該
課
程
を
修
め
て
学
校
教
育
法

に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た

場
合
を
含
む
。
）
後
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す

る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
五
年
以

上
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し

た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程

に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
に
あ
っ
て
は
七

年
以
上
、
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒

業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
九
年
以
上
水
道
に
関
す

る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者 

四 

外
国
の
学
校
に
お
い
て
、
第
二
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

に
規
定
す
る
学
科
目
又
は
前
号
に
規
定

五 

外
国
の
学
校
に
お
い
て
、
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
に
規
定
す
る
課
程 

 

又
は
前
号
に
規
定
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す
る
学
科
目
に
相
当
す
る
学
科
目
を
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
修
得

す
る
程
度
と
同
等
以
上
に
修
得
し
た
後
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
の
卒
業
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期

課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
者 

 
 
 

）
ご
と
に
規

定
す
る
最
低
経
験
年
数
以
上
水
道
に
関
す
る
技

術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

す
る
課
程 

 

に
相
当
す
る
課
程 

 

を
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
修
得

す
る
程
度
と
同
等
以
上
に
修
得
し
た
後
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た

者
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期

課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
ご
と
に
規

定
す
る
最
低
経
験
年
数
以
上
水
道
に
関
す
る
技

術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

五 

厚
生
労
働
大
臣 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
登
録
を
受

け
た
者
が
行
う
水
道
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の

課
程
を
修
了
し
た
者 

六 

国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
登
録
を
受

け
た
者
が
行
う
水
道
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の

課
程
を
修
了
し
た
者 

六 

十
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者 

 

 
七 

技
術
士
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第

二
次
試
験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合
格
し
た

者
（
選
択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水

道
を
選
択
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、

一
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従

事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の 

 

八 

建
設
業
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
係
る

一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、

三
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従

事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の 
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産業建設委員会 資料  

 

 

【議 題】  

 宇部市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する

条例中一部改正の件  

 

【目 的】  

 水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、所要の整備を行う

もの。  

 

【概 要】  

 １ 主な改正内容  

   布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件の見直し  

   （下記のとおり、朱書きが改正箇所）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 施行日  

   令和７年４月１日  

 

布設工事監督者の資格要件（第３条）

技術上の

実務経験

衛生工学又は

水道工学を履修

２年以上

（１年以上）

上記以外を履修
３年以上

（２年以上）

４年以上

（３年以上）

５年以上

６年以上

７年以上

８年以上

10年以上

技術士

上下水道部門

２次試験合格

１年以上

１級土木施工管理技士

２次検定合格
３年以上

※技術上の実務経験のうち少なくとも半分は水道に関する実務経験を有すること。

高等学校卒業

中等教育学校卒業

土木科又はこれに相当する課程

機械科・電気科又はこれに相当する課程

水道工事に関する技術上の実務経験のみ

上水道及び工業用水道を選択

ー

分類

土木工学科又は

これに相当する課程

機械工学科・電気工学科又はこれに相当す

る課程

大学卒業

〈短期大学を除く〉

（　）内は、大学院にて１年以

上衛生工学若しくは水道工学に

関する課程を専攻した場合

短期大学卒業

高等専門学校卒業

専門職大学前期課程修了

土木科又はこれに相当する課程

機械科・電気科又はこれに相当する課程

水道技術管理者の資格要件（第４条）

技術上の

実務経験

不要

土木工学科若しくは土木科

又はこれらに相当する課程
３年以上

工学、理学、農学、医学、薬学に関する課程

又はこれらに相当する課程
４年以上

工学、理学、農学、医学、薬学に関する課程

並びにこれらに相当する課程以外の課程
５年以上

土木工学科若しくは土木科

又はこれらに相当する課程
５年以上

工学、理学、農学、医学、薬学に関する課程

又はこれらに相当する課程
６年以上

工学、理学、農学、医学、薬学に関する課程

並びにこれらに相当する課程以外の課程
７年以上

土木工学科若しくは土木科

又はこれらに相当する課程
７年以上

工学、理学、農学、医学、薬学に関する課程

又はこれらに相当する課程
８年以上

工学、理学、農学、医学、薬学に関する課程

並びにこれらに相当する課程以外の課程
９年以上

10年以上

技術士

上下水道部門

２次試験合格

上水道及び工業用水道を選択 １年以上

１級土木施工管理技士

２次検定合格
ー ３年以上

不要

水道に関する技術上の実務経験のみ

国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者（日本水道協会）が行う水

道の管理に関する講習の課程を修了

分類

布設工事監督者の資格を有するもの

大学卒業

〈短期大学を除く〉

短期大学卒業

高等専門学校卒業

専門職大学前期課程修了

高等学校卒業

中等教育学校卒業


